
日
中
両
国
に
お
け
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の

思
想
の
受
容

－
主
と
し
て
孫
文
・
宮
崎
民
蔵
・
安
部
磯
雄
ら
の
土
地
論
を
め
ぐ
っ
て
一

伊

原

沢

周

日中両国におけるヘンリー・ジョージの思想の受容（伊原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
　
ミ

【
要
約
】
　
本
論
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
善
本
と
中
国
の
土
地
問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
自
由
民
権
運
動

か
ら
社
会
主
義
運
動
へ
、
中
国
の
辛
亥
革
命
運
動
か
ら
新
民
主
主
義
革
命
運
動
へ
と
発
展
す
る
過
程
に
お
い
て
、
両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
は
、
実
に
さ

ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
土
地
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
議
論
は
、
い
ず
れ
も
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
と
直
接
か
間
接
に
関
号
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
単
一
租
税
論
が
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
の
間
で
唱
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
に
、
中
国
で
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
孫
文
が
、
単
一

租
税
を
一
つ
の
土
地
政
策
と
し
て
実
施
し
た
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
に
影
響
さ
れ
た
日
本
と
中
国
が
、
そ
の
思
想
に
対
し
て
、
ど
う
吸

収
し
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
反
響
し
た
か
に
つ
い
て
を
究
明
し
、
両
国
の
近
代
化
の
理
解
を
深
め
る
の
が
、
本
論
の
主
な
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
七
巻
五
号
　
［
九
八
四
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

ア
メ
リ
カ
の
社
会
主
義
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
（
国
司
曙
O
Φ
O
謎
Φ
H
Q
Q
ω
り
占
Q
◎
り
刈
”
以
下
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
略
記
）
の
単
一
租
税
（
ω
ぎ
σ
q
冨
8
㊤
x
）

論
は
、
彼
の
著
書
『
わ
が
土
地
お
よ
び
土
地
政
策
』
（
O
ミ
ト
§
ミ
§
ミ
ト
§
ミ
℃
。
ミ
8
H
c
。
謬
）
と
『
進
歩
と
貧
困
柴
平
。
黒
馬
陰
§
ミ
㌧
ミ
ミ
電
し
G
。
。
。
O
）

の
中
に
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
の
提
起
に
よ
っ
て
欧
米
の
経
済
思
想
史
は
一
つ
の
注
目
す
べ
き
時
代
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た

ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
や
中
国
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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い
う
ま
で
も
な
く
、
地
価
課
税
に
よ
っ
て
全
地
代
を
社
会
に
納
め
、
労
働
や
資
本
へ
の
あ
ら
ゆ
る
税
金
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
唱
え
た
こ
の
単

一
租
税
論
は
、
　
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
　
（
鵠
震
σ
①
算
o
Q
℃
①
口
8
お
H
。
。
卜
。
O
－
お
O
。
。
）
と
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
冒
｝
き

禦
両
三
罫
芦
回
・
。
8
山
。
。
認
）
の
土
地
に
関
す
る
理
論
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
『
社
会
平
権
論
』
（
（
ω
8
ミ
の
ミ
§
し
・
。
q
O
）
の
中
で
、

土
地
に
対
す
る
す
べ
て
の
人
々
は
そ
の
平
等
使
用
権
が
あ
る
（
．
．
日
げ
。
魁
。
。
巳
器
昏
暮
や
嵩
B
①
路
暴
く
①
8
轟
一
譜
馨
ω
ざ
窪
①
嬬
ω
⑦
。
h
夢
。

　
　
③

国
霞
普
、
、
）
と
主
張
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
　
ミ
ル
は
『
経
済
学
原
理
』
（
㌔
§
§
特
禽
亀
℃
ミ
§
騎
N
騨
§
ミ
ミ
し
。
。
俸
。
。
）
の
中
で
、
　
〃
財
産
の
神
聖
”

が
論
じ
ら
れ
る
時
、
土
地
財
産
は
他
の
財
産
と
同
一
程
度
に
神
聖
で
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
何
び
と
も
土
地

を
造
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
は
全
人
類
の
原
始
的
相
続
財
産
で
あ
る
（
．
、
芝
げ
窪
昏
①
、
。
。
㊤
。
器
曾
Φ
ω
。
。
9
鷺
。
唱
興
蔓
、
一
。
。
琶
冨
。
。
が
謬

・。

ｬ
缶
Q
ρ
写
ミ
の
お
壼
。
ヨ
σ
巽
。
食
夢
簿
㊤
洋
矯
釜
3
ω
ρ
鍵
巴
鵠
。
ω
ω
自
8
ω
目
け
9
ざ
⇒
σ
Q
影
堂
①
ω
餌
ヨ
0
9
σ
q
窓
⑦
9
冨
邑
亀
鷲
。
℃
霞
芝
・
茗
o
B
窪

邑
Φ
普
①
葺
三
の
§
．
H
嘗
＝
巳
窪
㊤
§
．
h
酔
冨
診
．
妻
君
①
⑱
）
と
述
べ
て
い
る
・
こ
れ
ら
の
壷
に
対
す
る
考
え
は
・
ジ
・

ー
ジ
の
土
地
制
度
改
革
論
の
形
成
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
単
一
租
税
の
理
論
は
そ
れ
ほ
ど
深
い
も
の
で
は
な
い
が
、
底
辺
の
事
々
の
苦
し
み
に
目
を
向
け
た
と
こ
ろ
が
一
般
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

と
い
え
よ
う
。
十
九
世
紀
後
半
、
欧
米
先
進
国
で
は
産
業
の
発
達
に
と
も
な
い
、
地
代
が
急
騰
し
、
そ
の
値
上
り
分
が
す
べ
て
少
数
の
資
本
家

の
手
に
納
め
ら
れ
、
社
会
に
お
け
る
貧
富
の
差
が
ま
す
ま
す
著
し
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
貧
と
富
の
不
平
等
の
根
本
的
な
原
因
は
、

土
地
独
占
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
独
占
は
、
社
会
の
発
達
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
少
数
の
金
持
の
手
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
自
然
法
（
り
嗣
ρ
捗
幽
居
ρ
一
　
］
ピ
ρ
円
く
ω
）
的
観
点
か
ら
、
土
地
の
独
占
こ
そ
が
社
会
的
弊
害
の
根
源
で
あ
る
と
し
、
こ
の
弊
害
を

除
去
す
る
方
策
に
つ
い
て
、
『
わ
が
土
地
お
よ
び
土
地
政
策
』
の
中
で
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
土
地
面
積
は
綱
黒
し
て
与

え
る
こ
と
、
二
、
土
地
独
占
化
を
阻
止
す
る
た
め
、
地
代
重
課
の
税
制
を
行
な
う
こ
と
、
三
、
重
い
遺
産
相
続
税
を
課
す
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

彼
は
後
に
、
こ
の
思
想
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
　
『
進
歩
と
貧
困
』
を
著
わ
し
た
。
岡
書
第
八
重
層
～
章
「
私
的
土
地
所
有
は
土
地

の
最
善
の
使
用
と
矛
盾
す
る
」
（
勺
ユ
く
簿
Φ
冥
。
℃
Φ
目
受
ぎ
い
9
巳
ぎ
8
窪
田
。
・
只
言
蔑
夢
夢
。
げ
Φ
。
。
げ
。
h
島
①
ぴ
嘗
Ω
）
、
同
編
第
二
章
「
土
地
に
対
す
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日中両国におけるヘンリー・ジョージの思想の受容（俳原）

る
平
等
権
は
い
か
に
し
て
主
張
さ
れ
、
ま
た
確
保
さ
れ
得
る
か
」
（
湿
。
零
。
臼
巴
ユ
σ
q
三
伍
8
窪
。
U
雪
島
∋
㊤
）
二
）
。
霧
。
。
。
陣
a
窪
熱
。
。
。
2
同
a
）
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

よ
び
同
質
第
三
章
「
課
税
原
則
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
る
計
画
」
（
臣
㊦
鷺
。
℃
。
。
。
惹
・
コ
菖
δ
α
げ
図
昏
①
。
き
。
塁
。
h
富
話
9
昌
）
な
ど
に
お
い
て
、

土
地
共
有
論
は
道
理
上
に
お
い
て
も
実
際
上
に
お
い
て
も
、
も
と
よ
り
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
し
か
し
て
、
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
こ

れ
を
実
行
す
る
か
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
地
租
の
外
、
一
切
の
課
税
を
廃
止
す
る
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
切
の
課
税
を
廃
止
し

て
地
租
の
み
と
す
る
時
は
、
租
税
微
収
上
に
い
か
な
る
影
響
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
一
、
諸
税
中
、
地
租
は
そ
の
徴
収
最

も
便
利
に
し
て
、
か
つ
、
最
も
安
直
な
る
も
の
で
あ
る
。
土
地
は
こ
れ
を
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
こ
れ
を
隠
蔽
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
、
し
た
が
っ
て
、
一
度
そ
の
地
租
額
を
決
め
る
と
、
こ
れ
を
微
嘱
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
こ
と
、
二
、
地
租
を
加
重
し
て
も
、

こ
れ
に
よ
り
物
価
を
騰
貴
さ
せ
る
心
配
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
消
費
者
に
税
金
を
負
担
さ
せ
る
弊
害
も
な
い
、
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
複

雑
な
諸
税
を
全
廃
し
、
単
に
地
代
、
す
な
わ
ち
地
租
の
み
を
収
め
て
、
政
府
行
政
の
経
費
に
充
て
る
と
い
う
単
一
積
税
制
は
、
最
も
理
想
的
な

も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。

　
単
一
租
税
論
は
、
た
だ
貧
し
い
人
々
の
苦
し
さ
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
き
わ
め
て
強
い
倫
理
的
、
宗
教
的
信
念
を
持
っ
て
そ
の
理
論
を
展

開
し
て
い
る
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
平
等
（
①
ρ
轟
窪
《
）
も
し
く
は
正
義
（
冒
ω
汁
8
Φ
）
の
下
に
お
け
る
結
合
（
器
。
。
。
。
げ
鼠
。
p
げ
①
ρ
冨
嵩
け
団

。
ユ
器
蓼
。
）
こ
そ
が
神
意
に
基
づ
く
入
類
進
歩
の
法
則
で
あ
っ
て
、
人
類
が
こ
の
自
然
法
則
に
従
う
か
ぎ
り
無
限
の
進
歩
が
可
能
で
あ
る
、
と

　
　
　
④

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
類
進
歩
の
根
本
的
条
件
は
、
平
等
も
し
く
は
正
義
の
結
合
で
あ
る
。
こ
の
結
合
に
よ
る
不
平
等
や
不
正
義
の
克
服
と

い
う
宗
教
的
倫
理
観
は
多
く
の
入
の
心
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
（
閏
ρ
玄
震
ω
○
。
圃
。
苗
）
は
、
こ
の
H
・
ジ
ョ
ー
ジ

の
影
響
を
受
け
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
、
こ
と
に
単
一
租
税
論
を
ア
ジ
ア
に
紹
介
し
、
ま
た
そ
れ
を
実
現
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
宣
教
師
と
民
権
思
想
を
有
す
る
人
々
で
あ
る
。
本
論
は
日
本
と
中
国
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
単
一
租
税
論
の
そ
れ
ぞ
れ

の
受
容
と
影
響
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
。

　
①
砺
。
蝕
ミ
9
ミ
ご
鈎
堵
。
毛
磯
。
り
一
（
弘
。
。
り
ト
。
”
勺
．
3
．
　
　
　
　
　
　
　
　
②
㌧
臓
馬
§
愚
、
塁
ミ
㌧
o
～
ミ
ら
ミ
向
職
§
。
ミ
§
属
。
老
く
。
ユ
（
狐
㊤
O
P
勺
．
卜
。
。
。
ω
・
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③
目
窪
曼
0
8
嶺
3
ぎ
躇
遷
跨
職
9
ミ
、
ミ
ミ
§
累
⑦
毛

μ
鴇
倉
σ
嘱
〉
弓
ρ
0
8
薦
①
9
鋸
睡
二
〇
㌧
署
■
ま
b
コ
ム
惇
．

糞
意
ぎ
O
o
℃
望
ほ
σ
q
耳
、

④
山
晦
義
三
郎
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
土
地
制
度
改
革
論
』
、

　
泉
屋
書
膚
、
や
心
ρ

一
九
六
一
年
、

82　．（742）

轍
　
日
本
で
の
受
容
と
そ
の
影
響

　
明
治
維
新
後
の
日
本
は
、
一
八
七
三
年
置
明
治
六
年
）
地
租
改
正
条
例
を
公
布
し
、
従
来
の
土
地
に
対
す
る
封
建
的
領
有
を
廃
比
し
た
が
、
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

作
農
民
、
こ
と
に
小
作
人
の
地
代
は
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
重
か
っ
た
。
地
価
修
正
や
地
代
軽
減
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
自
由
民
権
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

者
た
ち
の
問
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
外
来
思
想
の
導
入
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
す
で
に
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
、
J
・
s
ニ
ミ
ル
の
『
自

由
之
理
』
（
9
煙
ト
§
ミ
）
’
が
中
村
敬
宇
に
よ
っ
て
、
ま
た
一
八
八
一
年
（
明
治
＋
四
年
）
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
社
会
馳
参
論
』
が
松
島
剛
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
が
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
を
受
容
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。

　
一
八
八
七
年
（
明
治
二
十
年
）
二
月
、
　
『
国
民
急
心
』
の
創
刊
号
に
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
『
社
会
問
題
』
（
曾
鼠
ミ
℃
さ
ミ
§
菖
の
中
の
．
．
↓
げ
①

置
σ
Q
寡
ω
o
眺
日
磐
、
．
と
い
う
一
章
が
池
本
吉
治
に
よ
っ
て
「
人
の
権
理
」
と
題
し
て
邦
訳
さ
れ
た
。
訳
者
の
池
本
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
疑
ハ
米
国
有
名
ナ
ル
社
会
主
義
ノ
焦
土
ニ
シ
テ
、
著
ス
所
〃
進
歩
及
貧
乏
〃
、
土
地
疑
問
等
ノ
書
ア
リ
、
其
平
生
平
等
、
真
理
ヲ

　
　
講
シ
、
社
会
ノ
弊
習
ヲ
論
ス
ル
卓
抜
剴
切
大
二
世
ノ
耳
目
ヲ
聾
動
ス
。
他
訳
ス
ル
所
ノ
本
篇
ノ
如
キ
、
其
貧
富
ノ
心
身
隔
、
人
権
ノ
伸
ヒ
サ
ル
ヲ
論
ス
ル
ヤ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
痛
快
切
実
誠
一
二
瓜
フ
可
カ
ラ
サ
ル
ノ
妙
ア
リ
。

　
ま
た
同
年
、
同
志
社
英
学
校
の
米
人
教
師
ラ
ー
ネ
ッ
ド
（
一
）
「
　
ぐ
《
●
　
｝
」
O
㊤
巴
昌
¢
鳥
）
の
経
済
学
講
義
の
原
稿
が
『
経
済
新
論
』
と
題
し
て
邦
訳
さ
れ

出
版
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
『
進
歩
と
貧
困
』
を
取
り
上
げ
、
　
「
墨
書
ハ
文
字
腕
麗
、
語
気
剛
壮
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
発
売
ノ
冊

数
実
二
彩
シ
ク
、
一
時
大
二
経
済
社
会
ヲ
甕
動
セ
シ
ト
錐
ド
モ
、
細
カ
ニ
之
ヲ
閲
読
ス
レ
バ
、
誤
解
僻
説
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
三
二
貧
困
救
治
案
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

如
キ
ハ
、
　
一
モ
取
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
、
ト
謂
フ
モ
過
言
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
」
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
自
由
主
義
経
済
学
者
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と
し
て
知
ら
れ
る
照
口
卯
吉
も
、
　
『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
三
五
九
号
（
明
治
二
十
年
三
月
十
九
日
）
で
、
　
「
地
租
と
物
価
と
の
関
係
如
何
」
　
（
続
）

と
題
し
て
「
夫
の
『
進
歩
及
貧
困
』
を
著
は
し
て
近
時
に
有
名
な
る
ヘ
ン
リ
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
如
き
は
、
群
舞
雀
躍
両
手
を
揚
げ
大
呼
し
て
ミ
ル

氏
の
此
地
租
論
を
賛
成
す
る
」
、
し
か
し
、
「
ミ
ル
氏
の
地
租
論
は
果
し
て
愚
な
る
や
否
や
吾
輩
藪
に
分
て
三
た
ひ
之
を
問
は
ざ
る
を
得
ざ
る
な

り
。
」
と
間
接
に
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
を
批
判
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
明
治
二
十
年
頃
に
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
が
日
本
に
始
め
て
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
田
口
ら
は
そ
れ
に
批
判
的

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
明
治
十
年
代
の
自
由
民
権
運
動
の
高
揚
期
に
お
い
て
、
地
租
問
題
の
解
決
は
そ
の
一
つ
の
注
目
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
自
由
党
が
結
党
し
た
際

（一

ｪ
八
一
年
十
月
二
十
九
日
）
、
盟
約
三
章
、
党
規
　
五
章
を
定
め
、
そ
の
中
で
、
無
税
軽
減
を
要
求
す
る
こ
と
を
中
心
に
す
え
、
農
民
の
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
慶
応
義
塾
に
入
塾
し
て
直
接
福
沢
諭
吉
の
教
え
を
受
け
た
城
泉
太
郎
は
、
自
由
民
権
思
想
に
心
酔
し
、
罠
権
運
動
の
最
高
指
導
者
で
あ
る
板

垣
退
助
の
招
き
で
一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
年
）
の
春
か
ら
夏
に
至
る
ま
で
、
土
佐
の
立
志
学
舎
に
幽
張
講
義
を
し
た
。
ま
た
一
八
八
四
年
（
明
治

十
七
年
）
か
ら
一
八
八
七
年
置
明
治
二
十
年
）
に
か
け
て
再
度
、
板
垣
に
招
か
れ
て
高
知
共
立
英
学
校
の
教
頭
と
し
て
そ
こ
で
莫
語
を
教
え
た
。
在

職
中
、
城
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
説
を
講
義
し
な
が
ら
、
地
方
有
志
者
の
民
権
運
動
に
力
を
入
れ
た
。
一
八
八
七
年
、
後
藤
高
次
郎
ら
の
大
同
団

結
運
動
が
起
っ
た
時
、
城
は
後
藤
の
懇
請
で
上
京
し
て
、
中
江
兆
民
と
と
も
に
、
そ
の
運
動
の
謀
議
に
参
画
し
た
。
そ
の
頃
、
土
地
問
題
の
研

究
に
没
頭
し
た
城
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
『
社
会
問
題
』
・
『
進
歩
と
貧
困
』
な
ど
を
熟
読
し
て
い
た
。
板
垣
と
中
江
の
助
言
に
よ
っ
た
も
の
か
、

城
は
、
つ
い
に
『
進
歩
と
貧
困
』
な
ど
の
要
旨
を
邦
訳
し
、
一
八
九
一
年
（
明
治
二
十
四
年
）
三
月
に
『
賦
税
全
廃
済
世
危
言
』
と
題
し
て
出
版

し
た
。
漢
文
で
書
か
れ
た
同
書
の
序
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
氏
日
者
著
社
会
問
題
井
貧
困
原
因
論
二
書
、
痛
論
時
弊
無
事
琿
、
語
々
凱
切
、
雷
々
悲
痛
、
其
慮
国
家
之
将
来
、
画
題
治
之
策
、
羽
如
指
掌
。
一
読
之
、

　
　
　
使
人
躍
然
而
催
、
西
岳
而
悲
、
概
鮎
擬
怒
而
不
自
知
。
余
嘗
読
之
、
深
喜
其
説
。
明
治
二
十
年
之
春
、
摘
訳
其
要
旨
、
廿
一
年
之
夏
更
補
訳
之
、
蔵
諸
筐
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⑥

　
　
底
。

　
そ
の
大
意
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
『
社
会
問
題
』
・
『
進
歩
と
貧
困
』
を
読
ん
で
、
そ
の
説
に
深
く
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
一
八
八
七
年
の

春
、
そ
れ
ら
の
要
旨
の
邦
訳
に
着
手
し
、
翌
年
、
さ
ら
に
そ
れ
を
補
筆
し
て
筐
底
に
蔵
し
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三

年
）
国
会
開
設
後
、
土
地
の
問
題
が
や
か
ま
し
く
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
翌
年
、
城
は
そ
れ
ら
の
要
旨
の
訳
稿
を
整
理
し
て

刊
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
賦
税
全
廃
済
世
危
言
』
の
第
一
章
の
「
総
論
」
か
ら
第
十
二
章
の
「
間
接
ノ
奴
隷
」
ま
で
の
内
容
は
、
　
『
社
会
聞
事
』
の
中
か
ら
選

ん
だ
も
の
を
、
第
十
三
章
の
「
国
債
及
間
税
ノ
弊
害
」
か
ら
最
後
の
第
十
六
章
の
「
社
会
ノ
改
造
智
徳
ノ
発
達
」
ま
で
の
内
容
は
、
　
『
進
歩
と

貧
困
』
の
第
六
編
第
二
章
「
真
の
救
済
策
」
（
日
計
葺
器
義
軍
①
身
）
か
ら
第
九
音
画
四
章
「
社
会
組
織
お
よ
び
社
会
生
活
に
引
き
起
こ
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
諸
変
化
に
つ
い
て
」
（
O
h
夢
。
。
｝
同
質
σ
q
㊦
。
・
跨
霧
乏
。
世
一
創
び
・
護
。
煽
σ
q
ま
ぎ
ω
。
。
巨
。
貝
σ
q
嵩
置
註
8
即
自
ω
。
。
巨
臨
h
①
）
の
要
旨
を
、
そ
れ

ぞ
れ
邦
訳
し
、
さ
ら
に
城
の
個
人
的
意
見
を
加
え
て
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
当
時
唱
え
ら
れ
て
い
た
地
租
軽
減
論
に
批
判
を
加
え
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
地
租
軽
減
が
行
な
わ
れ
れ
ば
、
地
主
に
は
利
多
く
し
て
害
少
な
く
、
貧
農
を
救
済
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き

　
　
　
　
　
　
⑦

な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
土
地
政
策
に
対
す
る
城
の
考
え
は
、
全
く
R
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
の
祖
述
で
あ
る
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
は
、
　
『
賦
税
全
廃
済
世
尊
書
』
後
半
で
の
「
天
下
ノ
土
地
ヲ
悉
ク
共
有
物
ト
為
サ
ザ
ル
可
ラ
ズ
」
と
い
う
土
地
共
有
論
や
「
一
切
ノ
間
税
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

直
税
ヲ
廃
棄
シ
テ
、
地
租
ノ
ミ
ト
為
ス
」
と
い
う
こ
と
ば
の
中
に
、
’
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
城
の
著
書
は
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
を
日
本
に
詳

し
く
紹
介
し
た
最
初
の
書
物
で
あ
る
と
い
え
る
。
共
に
単
一
租
税
論
を
熱
心
に
唱
え
た
の
は
、
城
と
親
交
の
あ
っ
た
米
人
宣
教
師
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
旦
・
ガ
ル
ス
ト
（
O
げ
9
埴
田
Φ
し
。
　
団
．
　
○
ρ
冠
o
o
け
）
で
あ
る
。
ガ
ル
ス
ト
は
一
八
九
三
年
目
明
治
二
十
六
年
）
「
再
び
渡
来
し
て
居
を
東
京
に
定
め
、
伝
道
の

傍
単
税
主
義
を
唱
へ
出
せ
り
。
此
主
義
の
唱
道
た
る
氏
が
帰
国
の
際
ヘ
ン
リ
ー
、
ジ
ョ
ー
ヂ
の
論
を
聴
き
て
開
発
す
る
と
こ
ろ
あ
る
に
基
き
た

る
も
の
に
し
て
、
基
督
教
と
栢
倹
ち
て
霊
肉
倶
に
生
命
を
与
ふ
べ
き
救
世
の
道
と
深
く
信
ぜ
し
に
拠
れ
る
な
り
。
（
中
略
）
我
邦
に
も
主
府
及
び

地
方
の
新
聞
雑
誌
に
し
て
、
氏
の
寄
稿
を
掲
載
し
た
る
も
の
少
々
な
ら
ず
。
又
自
資
を
投
じ
て
単
税
に
関
す
る
種
々
の
著
作
を
な
し
、
自
ら
号

84　（744）
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⑩

し
て
振
替
太
郎
」
と
称
し
た
。
一
八
九
八
年
（
明
治
三
十
一
年
）
東
京
で
死
去
す
る
ま
で
、
ガ
ル
ス
ト
は
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
を
宣
伝
し
、
単

一
租
税
論
を
主
張
し
続
け
た
。
彼
の
著
書
『
単
税
経
済
学
』
の
刊
行
（
一
八
九
九
年
）
は
、
城
の
『
賦
税
全
廃
済
世
危
言
』
（
一
八
九
一
年
）
よ
り
八

年
ほ
ど
遅
れ
た
が
、
日
本
の
土
地
政
策
や
社
会
主
義
運
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
照
口
卵
吉
は
、
ガ
ル
ス
ト

に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
君
の
意
見
は
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
を
祖
述
す
る
も
の
に
し
て
専
ら
市
街
宅
地
に
話
せ
り
、
余
は
未
だ
単
に
地
租
の
み
を
以
て
、
圏
費
を
弁
じ
得
べ
き

　
　
　
を
信
せ
ず
、
而
し
て
鷺
は
専
ら
単
税
を
主
と
せ
り
、
故
に
其
末
は
則
ち
異
な
る
班
な
き
に
あ
ら
ず
と
難
も
、
地
主
独
占
の
利
を
殺
ぎ
之
を
社
会
公
共
の
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
に
供
し
、
以
て
財
主
と
労
働
者
と
の
所
得
を
増
加
し
、
国
民
の
福
利
を
進
捗
せ
ん
と
の
目
的
に
至
り
て
は
全
く
相
合
せ
る
こ
と
な
り
。

　
単
一
租
税
論
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
田
口
は
、
ガ
ル
ス
ト
の
主
張
に
賛
成
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
主
の
土
地
利
益
独
占
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

対
す
る
点
で
は
ガ
ル
ス
ト
と
～
致
し
て
い
る
。
一
八
九
八
年
「
地
租
増
徴
案
の
我
衆
議
院
を
通
過
せ
し
を
歓
び
」
、
　
ガ
ル
ス
ト
は
、
こ
れ
は
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

税
主
義
に
近
づ
く
一
段
階
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
福
祉
が
増
進
す
る
と
信
じ
て
い
た
。
つ
ま
り
ガ
ル
ス
ト
は
、
単
一
租
税
制
を
実

行
す
れ
ば
、

　
　
人
間
の
自
由
を
束
縛
せ
ず
。
加
之
こ
の
税
あ
る
の
故
に
、
真
正
な
る
労
働
者
は
、
地
主
の
圧
制
を
免
か
れ
、
全
力
を
生
産
の
増
殖
に
注
ぐ
を
得
べ
く
、
更

　
　
　
に
貿
易
の
自
由
あ
る
を
以
て
、
内
外
を
問
は
ず
、
人
種
を
論
ぜ
ず
、
需
要
の
あ
る
処
、
之
を
供
給
し
最
も
正
当
な
る
利
潤
を
得
て
、
生
産
社
会
は
将
に
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
天
の
歓
あ
ら
ん
。

と
い
う
理
想
的
な
福
祉
社
会
、
差
別
の
な
い
自
由
平
等
の
世
界
と
な
る
は
ず
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ガ
ル
ス
ト
の
思
想
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
自
由
・
平
等
・
博
愛
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
種
の
キ
リ

ス
ト
教
社
会
主
義
思
想
で
あ
る
。

　
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
を
祖
述
す
る
ガ
ル
ス
ト
と
城
は
、
い
ず
れ
も
地
租
軽
減
論
に
批
判
を
加
え
、
土
地
国
有
論
を
唱
え
て
い
る
が
、
両
人

の
思
想
は
、
必
ず
し
も
終
始
一
致
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
昆
野
和
七
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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ガ
ル
ス
ト
は
軍
人
か
ら
転
じ
て
外
国
基
督
教
伝
道
会
社
の
日
本
の
派
遣
員
と
な
り
、
ヘ
ソ
リ
・
ジ
ョ
ー
ヂ
の
学
説
に
共
鳴
し
て
そ
の
信
奉
者
に
な
り
、
基

　
　
雨
期
人
道
主
義
と
単
式
主
義
と
を
打
っ
て
一
丸
と
す
る
理
想
を
も
っ
て
い
た
。
決
し
て
彼
れ
は
深
い
経
済
理
論
の
根
拠
に
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
城

　
　
は
こ
れ
に
引
き
か
え
、
明
治
十
年
以
前
に
、
コ
ン
ト
、
ロ
ッ
ク
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ブ
ル
ー
ド
ン
等
の
諸
説
に
接
し
て
早
く
か
ら
社
会
間
引
に
注
意
を
向
け
、

　
　
経
済
学
で
は
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ル
ド
及
び
ミ
ル
の
学
説
を
味
読
し
た
。
明
治
十
年
代
に
は
マ
ル
ク
ス
の
学
説
に
も
接
し
て
い
た
ら
し
い
。
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
土
地
問
題
か
ら
労
働
問
題
に
移
っ
て
行
き
、
独
占
資
本
の
打
破
を
目
指
し
、
ま
た
普
通
選
挙
法
の
制
定
に
晩
年
の
鼠
算
を
お
い
て
い
た
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
明
治
十
年
代
に
お
い
て
、
城
は
積
極
的
に
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
。
し
か
し
、
後
藤
の
大
同
団
結
運
動
の
失
敗
に
と

も
な
い
、
民
権
運
動
は
終
止
符
を
打
っ
た
。
や
が
て
中
江
兆
民
は
大
井
憲
太
郎
と
自
由
党
を
再
興
し
、
　
『
あ
づ
ま
新
聞
』
を
発
行
し
て
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

問
題
を
論
じ
て
い
る
。
山
路
愛
山
に
よ
る
と
、
城
は
　
「
中
江
兆
民
と
交
り
、
兆
民
推
し
て
社
会
主
義
を
知
る
人
」
と
な
し
た
。
一
八
九
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

（
明
治
三
十
一
年
）
に
至
り
、
労
働
問
題
の
深
刻
化
に
と
も
な
っ
て
、
城
は
神
戸
で
労
働
組
合
研
究
会
を
創
立
し
た
。
彼
が
土
地
問
題
か
ら
社
会

問
題
に
移
行
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
じ
頃
に
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
と
し
て
、
平
等
博
愛
の

人
道
主
義
を
唱
え
る
安
部
磯
雄
は
ガ
ル
ス
ト
と
と
も
に
、
東
京
で
社
会
主
義
研
究
会
を
設
け
た
。
～
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
年
）
五
月
二
十
八

日
、
安
部
は
第
七
回
社
会
主
義
研
究
会
で
「
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
社
会
主
義
」
と
題
し
て
研
究
報
告
を
行
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、

　
　
賃
銀
低
落
の
原
因
は
地
代
の
掠
奪
に
あ
り
て
、
此
制
度
を
維
持
す
る
以
上
は
、
社
会
の
進
歩
と
貧
困
は
必
然
相
伴
ふ
も
の
な
る
こ
と
明
白
な
り
と
す
。
之

　
　
を
救
済
す
る
の
会
同
な
し
、
此
地
代
な
る
も
の
を
個
人
の
所
得
と
な
さ
ず
、
社
会
全
体
の
所
有
と
な
す
に
あ
り
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
税
論
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
即
ち
地
代
を
社
会
全
体
の
所
有
と
為
す
の
手
段
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
安
部
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
『
進
歩
と
貧
困
』
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
と
と
も
に
社
会
主
義
者
の
経
典
と
し
て
尊
重
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
は
明
治
三
十
年
代
の
日
本
の
社
会
主
義
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
た

と
え
ば
、
当
時
の
社
会
主
義
研
究
会
に
参
加
し
、
後
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
指
導
老
と
な
っ
た
幸
徳
秋
水
（
伝
次
郎
）
も
『
進
歩
と
貧
困
』
の
愛
読

　
　
　
　
⑳

者
で
あ
っ
た
。
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一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
年
）
一
月
、
安
部
磯
雄
が
社
会
主
義
研
究
会
の
会
長
に
選
ば
れ
、
岡
会
の
会
名
も
社
会
主
義
協
会
と
改
め
ら
れ
た
。

や
が
て
同
量
は
さ
ら
に
社
会
民
主
党
と
な
っ
た
。
当
時
、
同
党
の
「
理
想
綱
領
」
の
中
に
は
、
　
「
生
産
機
関
と
し
て
必
要
な
る
土
地
及
び
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
悉
く
国
有
と
す
る
事
」
と
い
う
一
条
が
あ
る
。

　
土
地
国
有
論
を
唱
え
る
安
部
は
、

　
　
土
地
は
空
気
や
水
と
同
じ
く
自
然
の
賜
で
あ
っ
て
、
私
共
個
人
が
私
有
財
産
と
し
て
取
扱
ふ
べ
き
所
の
も
の
で
な
い
。
若
し
空
気
や
水
の
独
占
が
人
類
社

　
　
会
に
重
な
る
危
険
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
土
地
の
私
有
も
当
然
同
一
の
害
毒
を
生
ず
る
筈
で
あ
る
。
今
や
世
界
共
通
の
貧
乏
と
い
う
社
会
的

　
　
現
象
は
主
と
し
て
土
地
私
有
制
度
の
結
果
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
土
地
私
有
は
道
徳
上
か
ら
見
て
不
義
不
正
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
経
済

　
　
及
び
政
治
の
方
面
か
ら
見
て
少
し
も
弁
護
す
べ
き
点
が
な
い
。
国
家
が
如
何
に
社
会
政
策
に
熱
中
し
て
も
土
地
問
題
の
解
決
に
手
を
触
れ
な
い
限
り
貧
乏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
病
の
撲
滅
は
永
久
に
望
ま
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
自
然
法
思
想
と
人
道
的
宗
教
観
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
土
地
国
有
論
で
あ
る
。
し
か
し
、

単
一
租
税
論
に
つ
い
て
は
、
彼
は
、
　
「
現
今
の
経
済
組
織
の
下
に
於
て
地
代
の
全
部
を
徴
収
す
る
事
は
殆
ど
不
可
能
の
こ
と
で
あ
る
」
と
考
え

て
お
り
、
む
し
ろ
実
行
し
易
い
「
社
会
政
策
と
し
て
は
地
税
の
増
徴
と
い
う
こ
と
が
最
も
適
当
な
る
方
法
で
あ
る
」
と
信
じ
て
い
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
も
し
将
来
に
お
い
て
「
悉
く
地
代
を
徴
収
す
る
様
な
法
令
が
制
定
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
勿
論
こ
れ
に
対
し
て
賛
意
を
表
せ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
を
得
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

　
当
時
、
日
本
の
経
済
構
造
か
ら
見
れ
ば
、
単
一
租
税
制
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
が
、
地
黒
の
増
徴
は
「
社
会
政
策
の
上

か
ら
見
て
大
な
る
好
結
果
を
生
ず
る
」
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
　
「
土
地
に
よ
り
て
多
額
の
地
代
を
得
る
こ
と
が
鵬
来
ぬ
様
に
な
れ
ば
、

必
要
も
な
き
大
面
積
の
土
地
を
所
有
す
る
理
由
が
な
く
な
る
。
其
結
果
と
し
て
総
て
の
人
が
必
要
な
る
小
面
積
の
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
、
従
っ
て
土
地
の
分
配
は
比
較
的
公
平
に
行
は
れ
る
様
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
安
部
の
地
租
増
郡
下
は
、
当
時
日
本

に
お
け
る
社
会
主
義
老
に
相
当
の
影
響
を
与
え
た
と
見
ら
れ
る
。
地
租
増
徴
の
実
効
に
つ
い
て
、
安
部
は
「
地
価
増
加
税
の
成
績
は
極
め
て
良
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好
で
あ
っ
た
た
め
独
逸
帝
国
政
府
は
之
を
国
税
と
な
さ
ん
と
す
る
案
を
一
九
〇
九
年
の
議
会
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
＝
年
の
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

遂
に
議
会
を
通
過
し
て
法
律
と
な
っ
た
。
」
と
の
例
を
挙
げ
て
み
ず
か
ら
の
主
張
の
正
し
さ
を
裏
付
け
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
土
地
問
題
は
明
治
二
十
年
代
ま
で
自
由
民
権
運
動
の
一
つ
の
闘
争
目
標
で
あ
っ
た
が
、
三
十
年
代
に
入
る
と
、
社
会
主
義
運
動
の
論

題
と
な
っ
た
。
安
部
と
同
じ
く
、
土
地
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
ま
た
、
当
時
中
国
の
革
命
家
と
も
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
土
地
均
享
の
論
者

は
、
宮
崎
民
蔵
（
巡
耕
）
で
あ
る
。

　
民
蔵
は
宮
崎
無
腰
（
寅
蔵
）
の
兄
で
あ
る
。
　
「
亡
長
兄
八
郎
向
自
由
民
権
論
者
ニ
シ
テ
、
明
治
十
年
ノ
役
、
賊
軍
二
番
シ
戦
死
シ
タ
リ
。
民
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ハ
其
ノ
感
化
ヲ
受
ケ
、
十
七
、
八
歳
ノ
頃
、
土
地
ハ
天
造
雪
止
付
、
各
人
平
等
二
所
有
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
信
念
」
を
持
ち
、
後
に
東
京
に

遊
学
し
、
中
江
兆
民
の
仏
学
塾
に
入
り
、
さ
ら
に
兆
民
の
思
想
に
影
響
さ
れ
、
天
賦
人
権
論
に
よ
っ
て
地
球
上
の
全
土
地
は
全
人
類
の
共
有
物

だ
と
い
う
主
張
を
、
い
っ
そ
う
明
確
に
し
て
い
っ
た
。
や
が
て
彼
な
病
気
の
た
め
、
東
京
か
ら
郷
里
（
肥
後
玉
名
郡
荒
尾
村
）
に
帰
り
、
小
作
人
の

窮
状
を
見
て
、
あ
る
日
、
濾
天
に
向
か
い
、

　
　
沢
山
の
土
地
を
一
人
で
私
有
し
て
、
お
ま
へ
方
に
小
作
を
さ
せ
て
其
徳
米
で
座
食
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
固
よ
り
道
理
で
は
な
い
。
実
は
今
に
も
分
配
し

　
　
て
お
ま
へ
方
に
や
り
た
い
が
、
雲
母
堪
忍
し
て
罪
源
を
貢
い
で
居
っ
て
呉
れ
、
一
ト
通
り
の
学
問
が
出
来
て
世
の
中
に
立
て
ば
、
必
ず
此
不
道
理
を
打
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
る
こ
と
に
尽
力
し
て
、
広
く
小
作
人
の
た
め
に
権
利
の
恢
復
を
や
る
、
今
は
準
備
の
時
代
ぢ
ゃ
、
準
備
が
出
来
ね
ば
戦
争
も
さ
れ
ぬ
。

と
い
っ
て
い
る
。

　
土
地
復
権
の
主
張
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
一
八
九
五
年
（
明
治
二
十
八
年
）
十
二
月
五
日
、
民
蔵
は
、
九
州
有
明
海
浜
に
あ
る
友
人
誉
田
市
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
宅
に
お
い
て
、
同
志
た
ち
を
集
め
、
土
地
均
享
主
義
実
行
の
こ
と
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
た
。
翌
年
九
月
、
民
蔵
の
『
土
地
所
有
法
理
ノ
点

検
』
・
『
土
地
所
有
製
出
正
之
議
』
の
草
稿
が
完
成
し
た
。
こ
れ
は
彼
の
一
年
間
の
研
究
の
成
果
と
い
っ
て
よ
い
。
土
地
所
有
法
理
の
点
検
の

中
に
お
い
て
、
人
間
の
財
産
は
二
種
類
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
人
間
の
労
働
力
に
よ
っ
て
得
た
も
の
と
、
い
ま
一
つ
は
天
造
の
も

の
で
あ
る
。
前
者
は
私
有
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
共
有
物
で
あ
る
。
土
地
は
「
明
二
天
造
笹
戸
シ
テ
、
自
在
二
分
離
ス
可
ラ
サ
ル
性
質
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ナ
ル
ヲ
以
テ
、
人
間
一
般
ノ
共
有
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
故
に
人
間
力
量
利
益
ヲ
受
有
ス
ル
ニ
ハ
、
平
等
ノ
法
則
ニ
ヨ
リ
テ
配
給
セ
ラ
ル
㌧
コ
ト
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

正
当
ノ
道
理
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
理
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
土
地
復
権
思
想
を
「
我
郷
土
ナ
ル
本
邦
二
提
起
ス
ル
前
二
、

世
界
ノ
重
モ
ナ
ル
邦
土
中
ノ
志
士
二
計
ル
ト
、
同
時
二
他
邦
ノ
志
士
力
社
会
改
革
二
対
ス
ル
意
向
ト
運
動
ト
ヲ
実
視
ス
ル
ハ
、
大
二
必
要
ナ
リ

　
　
　
⑳

ト
ノ
感
念
」
を
起
し
、
友
人
相
良
迫
川
（
寅
雄
）
と
相
談
し
て
、
ま
ず
米
国
に
渡
航
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
民
蔵
と
相
良
は
郷
里
か
ら
上
京
す
る
途
中
、
当
時
、
岡
山
の
教
会
で
伝
道
し
て
い
た
安
部
磯
雄
を
訪
ね
、
安
部
の
紹
介
に
よ
っ
て
東
京
在
住

の
ガ
ル
ス
ト
に
面
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ガ
ル
ス
ト
は
「
単
税
ヲ
主
張
シ
、
予
感
ハ
均
有
ヲ
主
張
ス
ル
点
二
君
テ
ハ
違
ッ
テ
居
ル
、
サ
レ
ト
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

其
主
義
ト
精
神
力
一
致
ス
ル
雪
白
ニ
、
氏
一
大
二
野
ン
テ
数
々
品
等
ノ
宿
所
二
来
リ
、
予
等
力
芝
ノ
室
二
行
キ
常
二
快
ク
談
論
」
し
た
。
ガ
ル

ス
ト
は
当
時
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
い
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
単
税
派
の
老
将
チ
ャ
ー
レ
ス
・
ク
リ
ッ
ジ
に
あ
て
た
紹
介
状
を
民
蔵
に
渡
し
な

が
ら
、
　
「
君
等
此
人
二
面
会
セ
ハ
大
統
領
二
面
会
ス
ル
ヨ
リ
モ
多
ク
ノ
利
益
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
い
う
。

　
民
蔵
が
東
京
を
立
ち
ア
メ
リ
カ
に
向
か
っ
た
の
は
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
年
）
二
月
二
十
五
日
で
あ
っ
た
。
米
国
に
到
着
し
た
後
、
　
「
米
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ノ
家
陥
入
リ
給
仕
ヲ
ナ
シ
、
或
ハ
労
働
者
ノ
黒
戸
入
り
労
働
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
」
と
い
う
生
活
を
し
、
ア
メ
リ
カ
で
の
活
動
は
決
し
て
楽

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
苦
労
の
中
で
労
働
者
の
生
活
を
み
ず
か
ら
味
わ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
小
作
人
の
解
放
運
動
へ
の
想
い
を
い
っ
そ

う
強
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
在
米
中
の
民
蔵
は
、
ガ
ル
ス
ト
に
紹
介
さ
れ
た
ク
リ
ッ
ジ
を
は
じ
め
、
在
米
各
国
の
革
命
グ
ル
ー
プ
を
訪
ね
、
意
見
を
交
わ
し
た
。
そ
の
中

で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
国
革
命
の
指
導
者
で
あ
る
孫
文
と
の
関
係
で
あ
る
。
孫
文
は
ロ
ン
ド
ン
遭
難
後
、
し
ば
ら
く
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在

し
、
大
英
博
物
館
で
南
方
熊
楠
と
交
友
し
た
。
一
八
九
七
年
七
月
二
日
、
孫
文
は
ロ
ン
ド
ン
を
出
発
し
て
カ
ナ
ダ
に
向
か
っ
た
。
同
年
七
月
十

一
日
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
着
い
た
孫
文
は
、
同
月
二
十
日
目
ク
ト
リ
ア
を
離
れ
て
日
本
を
来
訪
す
る
ま
で
、
一
週
間
以
上
も
カ
ナ
ダ
に
在
留
し

た
。
当
時
、
す
で
に
有
名
で
あ
っ
た
孫
文
に
対
し
て
英
米
諸
国
の
新
聞
は
そ
の
行
動
を
詳
し
く
報
道
し
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
サ
ン
・

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
着
い
た
ば
か
り
の
民
蔵
は
、
孫
文
へ
の
賞
讃
の
念
を
持
っ
て
い
た
が
、
孫
に
対
面
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
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い
て
、
酒
天
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
メ
リ
カ

　
　
当
時
予
ノ
長
兄
美
国
二
在
リ
。
彼
予
二
兄
（
弥
蔵
）
ト
共
二
支
那
革
命
二
志
ア
ル
ヲ
知
ル
が
八
二
、
孫
震
ノ
真
影
ト
其
主
張
人
物
ヲ
賞
讃
セ
ル
横
字
新
聞

　
　
ヲ
送
り
、
附
記
シ
テ
日
ク
、
　
「
支
那
国
営
エ
タ
リ
ト
錐
モ
猶
此
ノ
如
キ
ノ
人
物
ア
リ
。
以
テ
大
二
人
意
ヲ
強
ク
ス
ル
ニ
足
ル
。
想
フ
ニ
汝
等
支
那
二
游
ブ

　
　
ノ
買
モ
遠
カ
ラ
ズ
。
到
ラ
バ
必
ズ
其
党
与
ノ
人
物
ヲ
物
色
シ
テ
、
之
ト
緯
距
セ
ヨ
。
彼
等
ハ
蕾
二
支
那
二
尊
ケ
ル
最
進
歩
ノ
党
与
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
恐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
ラ
ク
ハ
亜
細
亜
二
於
ケ
ル
最
進
歩
ノ
党
与
ナ
ラ
ン
。

民
蔵
の
書
を
受
け
た
本
天
は
、
横
浜
へ
行
き
、
カ
ナ
ダ
か
ら
日
本
を
訪
れ
る
孫
文
に
会
見
し
よ
う
と
待
っ
て
い
た
。
孫
文
は
同
年
八
月
十
六
日

横
浜
に
到
着
し
、
浴
天
と
の
初
対
面
は
同
年
九
月
頃
で
あ
っ
た
。
後
に
富
崎
兄
弟
は
孫
文
と
親
し
く
な
り
、
と
も
に
土
地
の
均
権
論
を
唱
え
た
。

　
さ
て
、
海
外
で
同
志
を
求
め
る
た
め
、
つ
い
に
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
年
）
三
月
、
民
蔵
は
「
土
地
復
権
に
付
き
全
人
類
に
激
告
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
い
う
英
文
趣
意
書
六
百
部
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
印
刷
し
、
各
方
面
に
配
布
し
た
。
そ
の
後
、
ロ
ン
ド
ン
・
パ
リ
と
移
住
し
、
各
国
の
土
地
問

題
に
関
心
を
寄
せ
る
革
命
家
と
の
つ
な
が
り
を
み
や
げ
に
、
同
年
十
一
月
二
十
八
日
、
海
外
に
お
け
る
約
四
年
間
の
苦
闘
の
生
活
を
終
え
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
神
戸
に
帰
っ
た
。

　
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
年
）
四
月
六
日
過
土
地
平
等
享
有
権
を
得
る
た
め
、
民
蔵
は
東
京
神
田
の
青
年
会
館
で
当
馬
を
集
め
て
「
土
地
復

権
同
志
会
」
を
結
成
し
た
。
そ
の
主
義
に
つ
い
て
は
「
本
会
ノ
目
的
ハ
土
地
平
等
ノ
享
有
権
ヲ
回
復
シ
、
人
類
独
立
ノ
基
礎
ヲ
確
実
タ
ラ
シ
ム

ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
綱
領
に
は
「
本
会
ハ
総
テ
人
工
ニ
ヨ
リ
テ
成
ル
モ
ノ
一
管
労
者
之
レ
ヲ
有
シ
、
天
然
力
ニ
ヨ
リ
テ
成
ル

モ
ノ
ハ
凡
テ
人
類
平
等
二
享
有
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
原
則
二
従
ヒ
、
其
実
行
ヲ
期
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
結
成
集
会
に
参
加

し
た
人
数
は
わ
ず
か
十
数
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
や
が
て
同
会
の
綱
領
に
反
対
す
る
理
由
で
、
退
会
を
申
し
出
る
者
も
絹
次
い
で
出
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
か
し
、
そ
の
後
集
ま
っ
た
同
志
は
五
十
九
人
に
達
し
た
。
当
初
の
運
動
方
針
は
、
一
、
政
府
の
要
人
や
社
会
の
名
士
を
訪
問
し
、
土
地
法
の

制
定
を
促
す
こ
と
、
二
、
国
国
の
農
村
地
方
に
遊
説
し
、
か
つ
小
作
人
の
生
活
情
況
を
調
査
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
民
蔵
は
こ
の
運
動
に
全

精
力
を
傾
け
て
い
た
が
、
あ
ま
り
大
き
な
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
彼
が
か
っ
て
自
由
民
権
運
動
の
最
高
指
導
者
だ
っ
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た
板
垣
退
助
を
訪
毒
し
よ
う
と
し
た
際
、
板
垣
は
「
土
地
問
題
ハ
政
府
二
関
係
ア
ル
問
題
ナ
リ
、
政
府
ト
関
係
ア
ル
問
題
二
ロ
ヲ
出
ス
ト
世
評

が
恐
気
シ
」
と
い
う
口
実
で
彼
と
の
会
見
を
断
っ
た
。
つ
ま
り
実
力
政
治
家
の
ほ
と
ん
ど
は
、
彼
の
土
地
均
享
論
を
本
気
で
聞
こ
う
と
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
年
）
に
、
民
蔵
は
『
土
地
急
撃
・
人
類
の
大
権
』
を
著
し
た
。
彼
の
土
地
聞
題
に
対
す
る
具
体
的
な
考
え
は
、
同

等
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
土
地
均
享
主
義
と
い
う
の
は
、
決
し
て
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
や
土
地
国
有
論
で
は
な
く
、
天
賦
人
権

論
を
基
礎
と
し
た
土
地
の
平
均
再
分
配
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
土
地
均
享
を
実
現
し
さ
え
ず
れ
ば
、
社
会
問
題
、
す
な
わ
ち
貧
富
懸
隔
問

題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
実
現
の
方
法
は
、
宣
伝
や
遊
説
な
ど
の
言
論
に
よ
っ
て
国
会
で
の
立
法
を
勝
ち
取
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
彼
の
土
地
均
享
思
想
の
根
本
は
や
は
り
自
然
法
の
理
念
と
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間

相
愛
の
精
神
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
は
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
理
念
と
軌
を
一
に
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
ガ

ル
ス
ト
と
の
談
話
の
中
で
も
「
其
主
義
ト
精
神
力
一
致
ス
ル
」
と
示
し
て
い
る
。

　
『
土
地
夏
号
・
人
類
の
大
権
』
が
刊
行
さ
れ
る
と
同
時
に
、
民
蔵
は
『
社
会
主
義
研
究
』
第
二
号
（
↓
ぎ
い
ミ
§
ミ
曾
ミ
ミ
慧
嚇
蝸
諺
鷺
隷
掛

お
o
ρ
…
客
9
・
。
）
に
論
文
「
土
地
復
権
説
」
を
、
さ
ら
に
中
国
人
の
革
命
団
体
で
あ
る
同
盟
会
の
機
関
誌
『
民
報
』
第
二
号
に
「
土
地
復
権
同
志

　
　
　
⑯

会
主
意
書
」
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
し
た
。
翌
年
（
一
九
〇
七
年
目
、
　
土
地
復
権
同
志
会
の
機
関
誌
と
い
え
る
『
熊
本
評
論
』
が
創
刊
さ
れ
、
同
誌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
前
後
九
回
に
わ
た
り
「
小
作
人
生
活
」
と
い
う
農
村
調
査
報
告
を
連
載
し
た
。
こ
の
調
査
報
告
の
執
筆
者
（
辰

巳
生
）
は
最
後
に
「
土
地
均
有
」
論
を
説
明
し
、
　
「
こ
の
説
は
本
誌
に
深
き
関
係
あ
る
当
地
の
宮
崎
民
蔵
氏
の
経
営
に
な
る
土
地
復
権
同
志
会

の
唱
道
す
る
所
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
民
蔵
本
人
も
同
誌
に
寄
稿
し
、
土
地
独
占
の
不
道
理
に
つ
い
て
、
　
「
天
下
寄
れ
が
如
何
に
し
て
も
、

自
分
の
力
に
よ
ら
な
い
天
成
物
に
対
し
自
分
は
汝
等
よ
り
多
く
捲
有
す
る
の
権
利
あ
り
と
云
ひ
得
る
理
由
が
あ
る
た
ろ
ふ
か
、
そ
れ
は
決
し
て

あ
る
筈
は
な
い
。
」
、
　
「
さ
れ
ば
此
面
成
物
な
る
土
地
に
対
し
、
人
間
は
如
何
に
享
受
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
そ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
生
命
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

有
の
権
利
が
平
等
固
有
で
あ
る
か
ら
は
無
論
平
等
固
有
に
し
て
生
命
と
共
に
各
人
の
大
事
な
権
利
で
あ
る
。
」
と
、
こ
こ
で
自
然
法
の
理
念
を
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述
べ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
明
治
二
十
年
、
池
本
吉
治
が
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
を
日
本
に
紹
介
し
て
以
来
、
単
一
租
税
論
は
日
本
の
経
済
思
想
に
大
き
な

一
石
を
投
じ
た
。
自
由
民
権
運
動
か
ら
社
会
主
義
運
動
に
至
る
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
土
地
間
題
は
、
ほ
と
ん
ど
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
H

・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
も
単
一
組
税
論
や
土
地
国
有
論
を
主
唱
す
る
人
物
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
、
す
な
わ
ち
博
愛
主
義
、
平
等
主
義
、
平
民
主
義
な
ど
の
思
想
か
ら
社
会
主
義
へ
と
発
展
し
て
い
き
、
そ
し
て
つ

い
に
明
治
中
期
以
後
の
初
期
社
会
主
義
運
動
の
中
心
勢
力
を
な
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
主
義
者
の
特
徴
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
　
「
理
想
主

義
的
、
人
道
主
義
的
、
合
法
主
義
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
流
の
自
由
主
義
か
ら
き
た
社
会
主
義
者
や
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
無
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

主
義
者
な
ど
と
著
し
い
対
照
」
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
属
す
る
社
会
主
義
老
と
唯
物
論
的
社
会
主
義
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
の
対
立
が
次
第
に
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
民
蔵
は
「
社
会
派
の
分
争
を
痛
む
」
と
題
し
て
、
社
会
主
義
運
動
に
失
望
感

を
抱
く
と
と
も
に
、
土
地
復
権
の
期
待
を
隣
国
の
中
国
に
向
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
丹
羽
邦
男
「
地
租
改
正
と
秩
序
処
分
」
に
よ
れ
ば
、
「
地
租
改
正
法
は
農
民
の

　
改
租
要
求
を
体
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
農
民
小
商
品
生
産
展
關
に
対
応

　
し
た
あ
ら
た
な
封
建
的
農
民
支
配
の
蓋
礎
で
あ
る
。
地
主
的
土
地
所
有
へ
の
依
拠

　
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
」
と
あ
る
。
岩
波
講
座
『
碕
本
歴
史
』
近
代
②
収
録
。

②
た
と
え
ば
、
一
八
八
○
年
（
明
治
十
三
年
）
十
～
月
、
國
会
開
設
請
願
に
は
、

　
請
願
署
名
者
が
、
　
「
い
ず
れ
も
中
以
上
の
農
民
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ

　
り
も
地
租
軽
減
を
要
求
し
て
た
た
か
わ
れ
た
民
権
運
動
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で

　
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
る
と
、
県
議
戸
長
に
よ
る
民
衆
組
織
化
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
が
、

　
一
つ
に
は
こ
の
地
租
問
題
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
　
内
藤
正
中
「
自

　
由
党
の
成
立
」
『
自
由
民
権
期
の
研
究
』
第
一
巻
や
遭
ω
・

③
民
友
社
『
国
母
之
友
』
第
一
号
、
明
治
二
十
年
二
月
、
東
京
、
や
b
。
。
。
口
舐

④
　
ラ
ー
ネ
ッ
ト
（
宮
川
経
輝
訳
）
　
『
経
済
新
論
』
後
編
、
大
阪
、
一
八
八
七
年
、

　
や
湿
咳
曾
b
。
・
ま
た
前
掲
山
上
書
に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
経
済
学
講
義
の
稿

　
本
は
、
今
、
な
お
同
志
社
大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
岡
講
義
稿
の
邦
訳
が
宮
川

　
経
輝
に
よ
っ
て
一
八
八
一
一
年
（
明
治
十
五
年
）
か
ら
始
め
ら
れ
、
　
『
経
済
新
論
』

　
と
題
し
て
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）
よ
り
分
冊
で
出
版
さ
れ
、
翌
年
三
月
に

　
最
後
の
第
四
巻
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
巻
に
含
ま
れ
て
い
る
第
十
七
章
は
「
進
歩

　
と
貧
困
」
と
題
ざ
れ
、
さ
ら
に
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
ラ
ー
ネ
ッ
ド
は
一
八

　
七
五
年
（
明
治
八
年
）
二
十
七
歳
で
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
渡
来
し
、
一
九
二
八

　
年
（
昭
和
三
年
）
帰
糊
す
る
ま
で
五
十
年
余
り
の
間
、
岡
志
社
で
聖
書
神
学
の
ほ

　
か
、
歴
史
・
数
学
・
物
理
・
天
文
・
経
済
な
ど
の
講
義
を
担
当
し
た
と
い
う
。
同

　
書
や
お
O
参
照
。

⑤
　
岩
波
文
庫
『
自
由
党
史
』
上
巻
、
昭
和
三
十
二
年
、
東
京
、
℃
・
b
。
。
。
タ

⑥
城
泉
太
郎
編
述
『
賦
税
全
廃
済
世
危
言
』
の
「
自
序
」
、
明
治
二
十
年
三
月
、



日中両国におけるヘンリー・ジョージの思想の受容（伊原）

　
東
京
知
新
館
（
一
九
六
八
年
、
明
治
文
化
研
究
会
『
朋
治
文
化
全
集
』
第
十
二
巻

　
収
録
）
。

⑦
同
上
。
「
平
曄
主
張
貧
民
救
助
忽
唱
地
租
軽
減
者
、
而
不
自
知
其
利
豪
農
而
害

　
小
斑
、
世
人
亦
不
悟
之
、
雷
同
和
之
、
不
知
其
置
型
自
発
也
。
」
、
「
唱
地
租
軽
減

之
説
者
、
是
欲
再
興
封
建
之
制
用
奴
隷
之
制
者
也
、
量
可
堪
血
腫
。
」
と
あ
る
。

　
ま
た
、
租
税
軽
減
の
弊
害
に
つ
い
て
、
小
野
善
夫
は
、
　
「
土
地
所
有
者
た
る
地
主

　
の
み
恩
典
を
与
え
、
小
作
人
に
及
ぶ
所
が
な
い
と
云
う
の
で
、
小
作
人
階
級
が
不

　
平
を
抱
い
て
一
揆
を
惹
起
し
た
地
方
が
あ
っ
た
。
」
と
い
う
。
　
（
『
明
治
前
期
土
地

　
制
度
史
論
』
、
昭
和
二
十
三
年
、
有
斐
閣
、
や
一
〇
①
・
）

⑧
　
同
上
、
第
十
四
章
「
土
地
共
有
賦
税
全
廃
論
」
に
見
え
る
。
（
『
明
治
文
化
全

　
集
』
第
十
二
巻
℃
誌
嵩
～
負
①
・
）

⑨
　
同
上
。

⑩
青
柳
猛
「
著
者
（
ガ
ル
ス
ト
を
指
す
一
筆
者
註
）
小
伝
」
ガ
ル
ス
ト
単
税
太
郎

　
『
単
税
経
済
学
』
（
縞
蚊
§
§
喝
ミ
曙
、
§
ミ
恥
腎
蕊
叢
薄
鎗
≧
O
卜
覇
§
き

　
帖
ミ
。
ミ
馬
苫
ミ
榊
ミ
馬
ミ
ミ
ミ
三
内
ミ
罫
鴨
さ
§
、
W
壽
ミ
算
勘
。
謹
．
切
望
O
冨
ユ
。
。
。

　
炉
Ω
鍵
馨
）
に
収
録
、
明
治
三
十
二
年
、
東
京
、
経
済
雑
誌
社
。

⑪
前
掲
単
税
経
済
学
の
序
℃
・
甲
b
。
・
、

⑫
同
上
℃
誌
。

⑬
山
崎
前
掲
書
ワ
δ
ド

⑭
ガ
ル
ス
ト
前
掲
書
や
O
b
。
．

⑮
前
掲
明
治
文
化
全
集
℃
。
ω
膳
．

⑯
山
路
愛
山
「
現
時
の
社
会
問
題
及
び
社
会
主
義
者
」
、
『
独
立
評
論
』
第
三
号

　
（
明
治
四
十
一
年
五
月
三
二
）
掲
載
。

⑰
大
河
内
一
男
『
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動
』
（
岩
波
新
書
）
昭
和
二
十
七
年
、

　
や
O
一
．

⑱
安
部
磯
雄
「
社
会
主
義
研
究
会
第
七
簿
記
購
ー
ヘ
ソ
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
社
会

　
主
義
」
、
『
生
合
雑
誌
』
第
ニ
ニ
緊
急
、
明
治
三
十
二
年
六
月
十
五
日
、
℃
・
α
？
①
9

⑲
　
同
上
。

⑳
『
平
民
新
聞
』
第
十
号
、
明
治
三
十
七
年
一
月
十
七
日
に
見
え
る
。

＠
赤
松
克
麿
『
碕
本
社
会
運
動
史
』
（
岩
波
新
書
）
昭
和
二
十
七
年
、
℃
・
刈
？
『
。
。
・

⑫
安
部
磯
雄
『
土
地
国
有
論
』
の
序
に
見
え
る
。
大
正
十
三
年
、
科
学
思
想
普
及

　
会
出
版
。

⑯
　
安
部
蝶
理
『
社
会
問
題
概
論
隠
、
大
正
十
年
、
早
稲
田
大
学
出
版
、
　
や
ω
。
。
早

　
G
Q
o
◎
一
。

⑭
　
同
上
℃
．
c
。
Q
。
①
。

⑳
　
同
上
、
や
⑦
圏
■
ま
た
、
地
租
増
徴
の
利
点
に
つ
い
て
、
ガ
ル
ス
ト
も
次
の
よ

　
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
蘇
格
言
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
市
会
は
、
単
税
に
養
成
の
決
議
を

　
為
せ
り
。
新
西
蘭
は
少
し
く
改
窟
を
加
え
た
る
、
単
税
鯛
を
採
用
し
、
新
南
威
ホ

　
斯
は
地
租
を
増
徴
し
て
、
殆
ん
ど
他
の
税
を
除
き
、
之
に
依
て
譲
れ
も
大
に
一
国

　
の
財
政
を
益
し
、
且
つ
生
産
物
を
増
殖
し
、
農
工
商
の
蚕
業
を
盛
大
に
し
、
賃
銀

　
に
至
り
て
は
数
割
の
騰
貴
を
来
し
、
労
働
者
を
満
足
せ
し
む
る
等
の
好
結
果
を
呈

　
し
た
り
き
。
」
と
。
　
（
前
掲
単
税
経
済
学
や
＝
餅
）

⑳
社
会
文
庫
編
・
舞
盤
騨
静
物
研
究
轟
・
ω
「
宮
崎
民
蔵
」
、
一
九
六

　
四
年
、
東
京
、
℃
．
b
。
総
・

⑳
　
　
『
宮
崎
浴
天
全
集
』
第
一
巻
や
念
℃
昭
和
四
十
六
年
、
平
凡
社
。

⑱
　
緕
屋
寿
雄
蔵
『
社
会
主
義
者
沿
革
』
中
巻
や
。
。
ω
－
。
。
ら
．
近
代
日
本
史
料
研
究
会

　
刊
。

⑳
　
註
⑳
郊
．
b
。
α
α
．

＠＠＠＠＠＠
註
⑱
マ
G
。
心
．

註
⑳
や
㊤
学
鐸
「
ガ
ル
ス
ト
氏
ト
面
会
」
。

識
⑱
や
鐙
－
り
朝
．
「
東
京
ノ
出
発
」
。

註
⑭
や
b
。
綬
．

前
掲
宮
崎
活
天
全
集
、
第
｝
巻
℃
．
お
一
．

上
村
希
美
雄
『
属
権
と
国
権
の
は
ざ
ま
』
、
昭
和
五
十
一
年
、
福
岡
、
葦
書
房
、
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娼
■
鰹
■
ま
た
、
そ
の
時
民
蔵
が
頒
布
し
た
六
百
部
の
「
英
文
土
地
復
権
趣
意
書

　
は
、
恐
ら
く
彼
が
期
待
す
る
よ
う
な
反
響
を
呼
び
起
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は

　
屈
せ
ず
、
そ
の
年
の
夏
に
は
次
の
日
舞
地
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
向
う
の
で
あ

　
る
。
」
と
、
同
書
の
著
者
は
い
っ
て
い
る
。

⑳
　
註
⑳
℃
」
O
。
。
占
8
．

⑳
　
註
⑳
℃
・
に
一
一
二
N
℃
・
嵩
華
誌
①
●
宮
崎
纒
介
「
伯
父
民
蔵
の
こ
と
ど
も
」
（
『
人

　
物
研
究
史
料
』
②
収
録
）
に
よ
れ
ば
「
そ
の
頃
の
会
員
数
は
九
〇
名
に
近
く
、
東

　
京
在
住
の
人
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
に
は
巌
本
善
治
、
尾
池
義
雄
、
福
本
日
南
、

　
山
口
孤
剣
、
伊
藤
痴
遊
な
ど
が
あ
っ
た
。
」
と
い
う
。
　
ま
た
、
野
村
浩
一
の
『
宮

　
綺
雪
天
全
集
』
第
三
巻
や
α
り
の
ふ
㊤
刈
「
解
説
」
に
は
「
初
期
の
同
憲
は
、
民
蔵

　
以
下
五
十
九
名
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

働
　
註
⑱
や
臣
。
。
占
H
ρ
ま
た
、
『
革
命
評
論
』
　
（
附
録
）
第
五
号
（
明
治
三
十
九

　
年
十
一
月
十
四
）
に
掲
載
さ
れ
た
管
　
野
長
知
の
論
文
「
土
地
馬
齢
実
行
に
就
て
」

　
に
よ
れ
ば
、
当
芸
土
地
復
権
会
同
憲
の
巡
遊
の
実
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

　
べ
て
い
る
。
　
「
臆
何
ん
ぞ
夫
れ
説
く
こ
と
の
難
ひ
哉
、
説
者
は
何
が
故
に
炎
天
に

　
唖
さ
れ
、
寒
風
に
櫛
ら
れ
、
山
を
辿
り
、
河
を
縫
ひ
、
困
苦
欠
乏
に
堪
へ
て
斯
る

　
辺
隅
に
渠
等
を
訪
つ
れ
し
か
、
只
認
れ
無
量
の
慈
悲
功
徳
を
餐
ら
せ
る
救
世
者
た

　
る
を
以
て
自
か
ら
任
ず
る
が
故
の
み
、
而
か
も
此
の
救
世
者
に
向
っ
て
、
留
守
を

　
つ
か
い
、
面
会
を
謝
絶
す
る
有
志
家
な
る
も
の
に
至
っ
て
は
実
に
『
有
志
家
』
と

　
云
へ
る
名
詞
に
就
て
疑
な
き
能
は
ざ
る
也
。
」
と
嘆
く
。

⑳
　
『
土
地
均
享
・
人
類
の
大
権
』
の
大
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
章
は

　
「
土
地
兼
併
に
よ
り
て
成
れ
る
農
風
の
借
地
生
活
」
の
悲
惨
を
説
き
、
　
「
此
土
地

　
兼
併
の
制
度
を
打
破
し
、
土
地
平
等
享
有
を
圓
復
」
し
ょ
う
と
す
る
。
第
二
章

　
「
貧
～
冨
の
差
別
」
は
「
自
然
の
結
果
」
な
り
と
し
て
こ
れ
を
是
認
し
、
共
産
虫
義

　
と
社
会
主
義
と
は
「
人
類
の
所
有
権
と
密
由
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
」
な
り
と
し

　
て
こ
れ
に
反
対
す
る
。
「
人
造
物
」
に
対
し
て
は
各
人
に
「
所
有
権
利
」
を
与
え
、

　
「
天
造
物
」
　
（
す
な
わ
ち
土
地
）
に
対
し
て
は
「
平
等
の
享
有
権
」
を
与
え
る
べ

　
き
で
あ
る
と
論
ず
る
。
第
三
章
で
は
、
土
地
の
「
国
有
は
不
可
な
り
」
　
「
単
税
法

　
も
可
な
ら
ず
」
と
唱
え
、
　
「
凡
て
の
土
地
に
、
人
力
に
よ
り
て
増
加
せ
る
生
産
力

　
を
量
り
て
法
定
価
額
を
醤
し
、
而
し
て
人
口
と
七
四
と
を
比
較
均
分
し
て
、
一
個

　
人
分
の
享
受
地
面
額
を
算
出
し
、
斯
く
し
当
分
の
土
地
を
有
た
ざ
る
者
は
、
誰
に

　
て
も
過
当
分
所
有
者
に
要
求
し
、
直
ち
に
応
分
の
地
颪
を
受
領
す
る
を
得
、
而
し

　
て
土
地
の
受
領
者
は
土
地
の
譲
与
者
に
対
し
、
其
土
地
の
改
良
代
価
を
法
定
地
価

　
額
の
範
囲
内
に
於
て
、
法
定
期
限
内
に
年
賦
又
は
一
時
払
に
て
納
了
す
る
事
」
を

　
主
張
。
第
四
章
は
「
大
権
圓
復
の
効
果
」
を
、
　
「
乞
食
盗
人
の
減
等
」
、
「
婦
人
弟

　
妹
の
地
位
」
の
向
上
、
　
「
商
工
業
の
発
展
」
　
「
生
産
力
の
増
加
」
に
よ
り
、
　
「
大

　
資
本
の
鉱
塵
を
察
す
」
る
を
得
、
　
「
人
類
友
愛
の
欝
欝
っ
」
に
至
る
べ
し
と
述
べ

　
る
。
第
五
章
は
「
慈
善
論
老
の
妄
想
」
な
ど
を
論
じ
、
　
「
大
権
回
復
の
断
行
」
を

　
主
張
す
る
。

⑩
『
民
報
隔
第
二
号
、
日
本
土
地
復
権
同
志
会
来
稿
「
土
地
復
権
同
志
会
主
意

　
書
」
、
一
九
〇
六
年
五
月
八
日
、
東
京
、
民
報
編
輯
部
。

＠
　
　
『
熊
本
評
論
』
第
一
号
（
明
治
四
十
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
第
十
三
号
（
明
治

　
四
十
年
十
二
月
五
日
）
に
見
え
る
。

⑫
　
宮
崎
巡
耕
「
不
覚
に
過
ご
さ
れ
し
災
民
の
最
大
問
題
」
、
『
熊
本
評
論
』
第
五

　
号
、
明
治
四
十
年
八
月
二
十
日
。

＠
　
前
掲
鼻
祖
社
会
運
動
史
、
や
。
。
①
・

⑭
　
『
熊
本
評
論
』
第
十
三
号
、
闘
治
四
十
年
十
二
月
五
日
。
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二
　
中
国
で
の
受
容
と
そ
の
影
響

①
　
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
の
導
入

日中両魍におけるヘンリー・ジョージの思想の受容（債原）

　
一
八
九
四
年
十
二
月
、
カ
ナ
ダ
入
宣
教
師
マ
ッ
ク
リ
ン
（
≦
冒
ロ
・
尾
ρ
。
巨
旦
馬
林
）
は
、
　
「
地
租
に
つ
い
て
論
ず
る
」
と
題
す
る
論
文
を
、
当

時
上
海
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
雑
誌
『
万
国
公
報
』
（
↓
譜
隷
ミ
§
ミ
§
目
§
恥
の
）
に
掲
載
し
た
。
そ
の
中
で
、
七
月
号
の
万
国
公
報
で
の
税
収

要
項
を
読
む
と
、
き
わ
め
て
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
単
一
租
税
法
に
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
、
こ
の
法
は
地
租
の
み
を
徴
収
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
の
で
、
他
の
家
屋
、
農
産
物
、
食
器
類
、
機
械
お
よ
び
人
の
手
で
作
っ
た
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
は
免
除
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
公
報
客
○
・
日
8
に
掲
げ
ら
れ
た
「
再
び
地
租
徴
収
の
利
を
論
ず
る
」
と
の
論
文
で
は
、
神
は
人
間
に
対
し
て
、
尊
卑
や
親
疎
と
い

う
こ
と
を
区
別
し
な
い
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
土
地
は
人
問
の
共
有
物
で
、
一
人
で
そ
れ
を
独
占
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
理
由
は
全
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
以
地
徴
税
、
創
挙
也
、
而
実
働
立
大
公
也
。
」
地
税
の
徴
収
は
実
に
至
公
至
平
の
税
制
で
あ
る
、
と
ほ
め
た

た
え
た
。
さ
ら
に
「
富
民
策
」
の
中
で
、
地
税
の
法
は
富
国
の
根
本
的
な
税
制
で
あ
り
、
こ
れ
は
地
価
の
高
低
、
ま
た
は
地
租
の
多
少
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
公
平
な
税
制
が
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
土
地
独
占
の
弊
害
を
除
去
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
た
。

　
万
国
公
報
に
お
い
て
、
マ
ヅ
ク
リ
ン
は
多
く
の
論
文
を
発
表
し
、
単
一
租
税
論
を
熱
心
に
唱
え
た
。
な
か
ん
ず
く
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
地
租
共
有
の
利
を
論
ず
る
」
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
今
日
の
貧
富
の
差
は
財
物
不
足
の
原
因
で
な
く
、
分
配
不
均
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
土
地
の
有
無
は
そ
の
貧
富
の
差
を
決
め
る
主
な
条

　
　
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
孟
子
は
俸
禄
の
不
均
は
土
地
不
均
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
意
味
は
深
い
。
土
地
の
な
い
看
は
土
地
の
あ
る
者
に
圧
迫

　
　
さ
れ
、
終
身
に
わ
た
っ
て
搾
取
さ
れ
、
土
地
の
あ
る
老
に
か
っ
て
に
決
め
ら
れ
た
小
作
料
を
支
払
う
以
外
に
方
法
は
な
い
。
　
（
中
略
）
残
念
で
な
ら
な
い
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の
は
、
秦
の
書
冊
が
従
来
行
な
わ
れ
て
い
た
井
田
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
富
有
者
は
土
地
を
兼
併
し
、
貧
乏
人
は
生
計
を
立
て
る

こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。
昔
の
人
は
井
田
制
度
廃
止
の
後
に
、
よ
り
よ
い
土
地
政
策
が
な
い
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
正
し
い
。
し
か
も
そ
の
後
、

土
地
制
度
に
関
し
て
論
ず
る
老
さ
え
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
さ
い
わ
い
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
ウ
ィ
ッ
ト
や
ア
メ
リ
カ
の
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
ら
が
輩
出
し
、
土
地
制
度

の
原
理
を
探
求
し
、
つ
い
に
租
税
共
有
論
を
世
に
出
し
た
。
彼
ら
は
中
国
の
孟
子
と
の
距
離
は
三
万
里
、
年
代
の
差
は
二
千
年
も
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

相
互
の
主
張
は
期
せ
ず
し
て
一
致
し
て
い
る
。
し
か
も
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
ら
は
さ
ら
に
そ
の
土
地
の
均
分
の
理
論
を
深
め
、
時
代
に
応
じ
て
そ
れ
を
活
用
し

て
い
る
。
そ
の
理
論
は
土
地
を
均
分
す
る
だ
け
で
な
く
、
財
産
を
も
均
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
は
古
代
の
井
田
制
度
よ
り
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

っ
そ
う
優
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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一
八
八
六
年
、
マ
ッ
ク
リ
ン
は
在
外
伝
道
会
（
日
冨
閏
。
H
鉱
σ
q
⇒
o
ξ
一
隆
零
筈
一
ω
ψ
δ
冥
目
）
・
ω
。
g
①
芝
）
か
ら
派
遣
さ
れ
、
し
ば
ら
く
上
海
に
滞
在

し
、
後
に
南
京
へ
赴
き
、
同
地
で
病
院
を
経
営
し
な
が
ら
伝
道
に
従
事
し
た
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
に
心
酔
し
た
彼
は
、
　
『
進
歩
と

貧
困
』
の
中
の
租
税
・
資
本
・
労
働
力
な
ど
に
関
す
る
も
の
を
漢
訳
し
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
の
意
見
を
加
え
、
多
く
の
論
文
を
相
次
い
で
発
表

し
た
。
前
掲
の
諸
論
文
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
　
一
八
九
八
年
、
そ
れ
ら
の
論
文
を
ま
と
め
て
、
『
富
民
策
』
と
い
う
一
冊
の
本
を
刊
行
し
た
。
中

国
の
知
識
人
に
与
え
た
こ
の
本
の
影
響
は
相
当
大
き
か
っ
た
。
マ
ッ
ク
リ
ン
は
軍
人
出
身
の
ガ
ル
ス
ト
と
違
っ
て
、
中
国
の
古
代
典
籍
に
関
す

る
知
識
は
き
わ
め
て
深
か
っ
た
。
彼
が
論
文
の
中
で
、
し
ば
し
ば
孔
子
や
孟
子
の
学
説
を
引
用
し
て
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
理
論
を
説
い
た
こ
と
は

中
国
人
に
か
な
り
の
反
響
を
呼
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
東
西
思
想
を
調
和
さ
せ
形
成
し
た
マ
ッ
ク
リ
ン
の
思
想
は
、
ガ
ル
ス
ト
の
単
純
な
租
税
論

よ
り
ず
っ
と
興
味
深
い
。

　
中
国
に
二
〇
余
年
に
わ
た
っ
て
在
住
し
た
マ
ッ
ク
リ
ン
は
、
ガ
ル
ス
ト
と
同
じ
く
、
終
始
、
単
一
租
税
論
の
宣
伝
と
実
現
の
た
め
全
力
を
挙

げ
た
。
一
九
一
一
年
目
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
に
傾
倒
し
た
江
充
虎
ら
と
と
も
に
、
南
京
東
部
の
龍
潭
で
農
賑
会
を
創
設
し
て
単
一
租
税
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

実
施
し
よ
う
と
し
た
が
、
ま
も
な
く
辛
亥
革
命
が
起
り
、
そ
の
計
画
は
水
泡
に
帰
し
た
。

　
一
九
一
一
年
六
月
、
江
充
虎
は
「
地
稻
共
有
の
学
説
に
つ
い
て
紹
介
す
る
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
た
。
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H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
を
一
番
早
く
知
っ
た
の
は
私
で
あ
る
。
当
時
、
中
国
に
お
い
て
、
こ
の
単
一
租
税
論
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
き
わ
め
て
少
な
か
っ

　
　
た
。
マ
ッ
ク
リ
ソ
、
リ
ト
ル
（
閏
・
の
・
　
び
陣
け
伴
一
Φ
）
、
ベ
ィ
リ
ー
（
冒
ω
①
℃
げ
し
d
ρ
旨
。
）
ら
西
洋
人
数
人
と
、
中
国
人
で
は
孫
文
、
三
民
儀
と
い
っ
た
人
が
知
っ
て

　
　
　
い
る
く
ら
い
だ
っ
た
。
こ
と
に
マ
ッ
ク
リ
ソ
は
こ
の
学
説
を
熱
心
に
鼓
吹
し
、
こ
れ
に
関
す
る
多
く
の
書
物
を
漢
訳
し
、
さ
ら
に
中
国
語
の
租
税
雑
誌
や

　
　
新
聞
を
発
行
し
た
。
創
立
の
際
、
わ
が
社
会
党
は
こ
の
単
一
租
税
制
を
党
綱
と
し
て
取
入
れ
た
。
ま
た
崇
明
島
で
こ
の
税
制
を
試
験
的
に
行
な
っ
て
見
る

　
　
　
た
め
、
と
く
に
税
制
研
究
会
を
設
け
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
印
刷
し
、
定
期
的
に
講
演
会
を
開
い
た
。

　
ま
た
、
マ
ッ
ク
リ
ン
に
対
し
て
、
江
は
、

　
　
　
マ
ッ
ク
リ
ン
は
二
十
年
余
に
わ
た
っ
て
中
国
に
在
住
し
て
お
り
、
周
・
回
田
代
の
典
籍
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
は
孟
子
と
き
わ

　
　
　
め
て
合
致
し
て
お
り
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
井
田
制
度
よ
り
さ
ら
に
円
転
滑
脱
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
⑥

と
述
べ
て
い
る
。

　
マ
ッ
ク
リ
ン
の
影
響
を
受
け
た
江
冗
虎
は
、
一
九
一
一
年
七
月
十
日
上
海
で
社
会
主
義
研
究
会
を
創
立
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
同
国
の
機

関
誌
と
し
て
『
社
会
星
』
を
創
刊
し
、
　
「
全
世
界
に
お
け
る
広
義
の
社
会
主
義
の
学
説
を
寛
撫
す
る
」
と
い
う
趣
旨
を
明
示
し
た
。
こ
の
「
広

義
の
社
会
主
義
の
学
説
」
と
は
、
主
と
し
て
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
年
九
月
、
社
会
主
義
研
究
会
を
基
と
し

て
、
つ
い
に
中
国
社
会
党
が
結
成
さ
れ
た
。
同
党
の
党
綱
八
条
の
中
に
は
、
　
「
た
だ
地
面
の
み
を
徴
収
し
、
他
の
す
べ
て
の
税
を
一
律
免
除
す

⑦る
」
と
い
う
一
条
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
江
充
虎
は
単
一
租
税
を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
中
国
社
会
党
の
党
綱
と
し
て
採
用
し
た
。
換
言
す

れ
ば
、
中
国
社
会
党
の
使
命
は
単
一
租
税
を
実
行
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
党
は
、
こ
の
一
条
を
次
の
よ
う
に
詳
解
し
て
い

る
。

す
べ
て
人
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
に
は
、
課
税
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
土
地
の
実
価
の
み
に
よ
っ
て
地
税
を
徴
収
す
る
。
毎
年
、
決
ま
っ
た
時
期

に
そ
の
地
価
の
上
昇
率
を
計
算
し
て
、
約
二
十
分
の
一
を
増
徴
す
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
富
豪
の
土
地
兼
併
を
防
ぐ
の
み
な
ら
ず
、
正
業
の
な
い
者
に
耕
作

さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
政
府
の
支
出
も
地
縄
を
充
て
る
。
そ
の
ほ
か
の
住
民
、
家
屋
、
動
植
物
、
製
造
品
な
ど
の
諸
税
お
よ
び
各
地
の
商
品
通
過
税
を
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す
べ
菟
除
す
る
・
た
だ
k
各
地
の
外
国
商
品
轟
税
に
つ
い
て
愚
慮
ら
く
こ
の
限
り
で
は
な
⑲

と
い
う
。

　
こ
の
中
国
社
会
党
の
単
一
租
税
政
策
は
元
南
京
臨
時
政
府
大
総
統
孫
文
と
元
嚢
滋
藤
北
京
政
府
の
内
閣
総
理
唐
紹
儀
の
積
極
的
な
支
持
を
得

⑨て
、
い
っ
そ
う
明
確
に
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
孫
・
唐
両
人
は
、
い
ず
れ
も
H
・
ジ
ョ
：
ジ
の
思
想
の
共
鳴
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

と
に
民
族
、
民
権
、
民
生
と
い
う
三
民
主
義
を
唱
え
る
孫
文
は
政
治
革
命
と
社
会
革
命
を
同
時
に
行
な
い
、
民
生
主
義
の
主
な
内
容
を
な
す

「
平
均
地
権
」
の
実
行
は
社
会
革
命
の
根
本
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
平
均
地
権
の
実
行
方
法
と
し
て
は
、
地
代
の
み
を
徴
収
す
る
他
に
な
い

と
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
圏
社
会
党
の
党
綱
「
専
同
地
税
、
罷
免
一
切
税
」
と
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
江
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

社
会
党
の
発
展
は
「
孫
文
先
生
の
ご
援
助
、
ご
指
導
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
や
が
て
国
民
党
指
導
老
の
宋
教
仁
が
婁
篭
耳

政
府
に
暗
殺
さ
れ
、
国
民
党
の
反
嚢
闘
争
運
動
が
急
に
展
開
し
て
き
た
。
当
時
、
国
民
党
と
組
ん
で
同
一
の
歩
調
を
採
っ
て
い
た
中
国
社
会
党

は
、
三
世
凱
の
解
党
通
達
（
一
九
一
三
年
八
月
七
日
）
を
受
け
、
や
む
な
く
同
党
の
一
切
の
活
動
を
た
だ
ち
に
中
止
し
た
。

　
辛
亥
革
命
の
前
後
に
お
け
る
マ
ッ
ク
リ
ン
と
一
算
虎
に
よ
る
単
一
租
税
制
実
施
の
企
て
は
、
結
局
、
何
ら
の
成
果
も
挙
げ
ず
に
終
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
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②
　
孫
文
の
「
平
均
地
権
」
思
想

　
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
と
孫
文
の
「
平
均
地
権
」
思
想
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
文
は
か
な
り
あ
る
が
、
二
つ
の
意
見
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
に
接
触
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
富
崎
兄
弟
に
影
響
さ
れ
た
、
も
し
く
は
民
蔵
の
蔵
書
㌔
§
偽
§
毯
§
賊

℃
§
ミ
遣
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
前
者
の
代
表
は
宮
崎
龍
介
の
文
「
父
雨
天
の
こ
と
ど
も
」
で
あ
る
。
そ

の
中
に
、
　
「
孫
文
の
三
民
主
義
中
の
民
生
主
義
に
〃
平
均
地
権
”
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
、
一
事
民
蔵
の
土
地
復
権
の
説
と
同
一
で
、
孫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
、

は
相
当
に
ご
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
後
者
の
代
表
は
波
多
野
善
大
氏
の
論
著
「
初
期
に
お
け
る
孫
文
の
〃
平
均
地
権
”
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に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
波
多
野
氏
は
、

　
　
宮
崎
竜
介
氏
の
「
土
地
均
享
人
類
大
権
」
が
孫
文
の
「
平
均
地
権
」
に
影
響
し
た
と
い
う
説
は
、
孫
文
の
「
平
均
地
権
」
が
生
れ
た
の
は
一
九
〇
三
年
で

　
　
あ
り
、
　
「
土
地
均
享
人
類
の
大
権
」
が
出
た
の
は
一
九
〇
六
年
で
あ
っ
て
年
代
的
に
ず
れ
て
お
り
、
ま
た
、
　
「
平
均
地
権
」
と
「
土
地
均
享
人
類
大
権
」

　
　
　
と
で
は
そ
の
主
張
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
上
、
孫
文
は
日
本
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
成
立
し
え
な
い
と
思
う
が
、
上
に
の

　
　
　
べ
た
ご
と
く
、
孫
文
が
、
民
蔵
の
書
架
で
等
薦
§
器
§
織
℃
ミ
ミ
電
を
発
見
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
推
定
は
、
相
当
な
確
実
性
を
も
っ
て
成
立
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
孫
文
が
漁
天
に
連
れ
ら
れ
て
、
酒
天
の
郷
里
熊
本
県
荒
尾
村
の
家
に
行
っ
た
の
は
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
年
）
十
一
月

中
旬
頃
で
あ
る
。
孫
文
が
民
蔵
（
当
時
米
国
に
滞
在
中
）
の
蔵
書
で
あ
る
．
、
㌧
黛
轟
遷
題
§
職
㌧
ミ
ミ
電
、
、
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
、
こ
の
時
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ま
一
つ
の
意
見
は
、
孫
文
は
ロ
ン
ド
ン
遭
難
前
後
、
す
な
わ
ち
、
　
一
八
九
七
年
八
月
十
六
日
再
び
日
本
に
渡
来
す
る
ま
で
に
、
す
で
に

．
．
℃
遷
簿
馬
器
§
ミ
㌧
潟
ミ
骨
、
．
を
読
ん
だ
、
も
し
く
は
単
一
租
税
論
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
説
を
唱
え
る
の
は
、
ウ

ィ
ル
バ
ー
氏
（
O
。
　
ソ
臼
㊤
同
梓
一
昌
　
ノ
＜
一
＝
り
當
賊
）
で
あ
る
。

　
　
　
一
八
九
七
年
七
月
ま
で
ロ
ソ
ド
ソ
に
滞
在
し
た
孫
文
は
大
英
博
物
館
の
図
書
蜜
で
マ
ル
ク
ス
、
」
・
S
ー
ミ
ル
お
よ
び
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
著
書
を
読
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
彼
ら
の
思
想
を
吸
収
し
た
。
ま
た
貧
民
窟
を
訪
れ
、
労
働
組
合
、
ス
ト
ラ
イ
キ
お
よ
び
社
会
立
法
な
ど
を
研
究
し
た
。

　
ま
た
、
シ
ャ
ル
マ
ン
（
ぴ
団
自
ω
冨
§
窪
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
r

　
　
　
図
書
館
で
孫
文
は
多
く
の
革
命
論
、
こ
と
に
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
マ
ル
ク
ス
を
書
物
の
中
に
知
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
は
、
モ
ア
ー
と
ア
ウ
エ
リ
ソ
グ

　
　
　
に
よ
っ
て
英
語
に
翻
訳
さ
れ
、
一
八
八
七
年
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
一
八
九
七
年
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
、
彼
の
二
回
呂
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
足
長
選
挙
戦
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
出
馬
の
最
中
に
死
去
し
た
た
め
、
彼
の
学
説
は
改
め
て
世
人
の
目
を
浴
び
、
孫
文
に
永
遠
の
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
「
湯
良
礼
は
、
一
八
九
六
年
六
月
、
孫
文
は
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
サ
ン
フ
、
ラ
ン
シ
ス
コ
に
着
き
、
さ
ら
に
同
地
か
ら
汽
車
で
大
陸
を
横
断
、
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シ
カ
ゴ
を
経
由
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
向
か
っ
た
、
沿
道
の
華
僑
に
革
命
思
想
を
鼓
吹
し
な
が
ら
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
に
接
し
た
、

　
　
　
　
　
⑮

と
述
べ
て
い
る
。

　
上
掲
の
欧
米
の
諸
文
献
に
よ
れ
ば
、
孫
文
が
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
学
説
に
接
触
し
た
の
は
、
つ
ま
り
、
6
ミ
ト
§
ミ
§
亀
卜
§
織
℃
o
、
皆
黛
．
、
や

．
．
㌧
さ
偽
§
題
§
駄
㌔
。
ミ
ミ
ミ
、
．
な
ど
を
読
ん
だ
の
は
、
少
な
く
と
も
一
八
九
七
年
八
月
ま
で
の
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
前
述
の
波
多
野

氏
の
説
は
無
理
に
な
っ
て
く
る
。
保
志
興
野
は
、
　
「
波
多
野
氏
の
考
証
の
当
否
に
つ
い
て
、
筆
者
に
は
判
定
す
る
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
の
で
あ
る
が
、
確
実
な
こ
と
は
、
“
平
均
地
権
”
へ
の
想
到
が
欧
州
滞
在
中
の
所
産
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
日
本
の
宮
崎
民
蔵
の
思
想
か
ら
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
ん
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
こ
と
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
、
か
な
り
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ

の
．
、
○
ミ
ト
§
駄
§
駄
卜
§
ミ
、
。
ミ
遷
、
、
の
出
版
後
二
年
、
す
な
わ
ち
一
八
七
三
年
、
米
国
は
天
災
に
見
舞
わ
れ
、
こ
の
不
況
は
一
八
七
九
年

　
　
　
　
⑰

ま
で
続
い
た
。
農
民
は
も
ち
ろ
ん
、
労
働
者
も
特
権
階
級
の
圧
迫
に
堪
え
え
な
か
っ
た
。
全
国
各
地
で
ス
ト
ラ
イ
キ
や
暴
動
が
相
次
い
で
起
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
下
で
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
理
論
は
急
に
人
々
に
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
時
、
、
．
O
ミ
ト
§
織
§
ミ
ト
§
織

℃
ミ
多
念
、
は
よ
く
売
れ
た
。
そ
こ
で
ジ
ョ
ー
ジ
は
発
憤
し
て
、
．
．
O
ミ
ト
§
織
§
叙
卜
§
風
℃
巳
一
翼
．
．
を
踏
ま
え
て
．
．
℃
さ
恥
遷
題
§
亀
㌔
ミ
鴨
下

聲
．
、
を
執
筆
し
、
一
八
七
九
年
三
月
頃
に
脱
稿
し
た
。
翌
年
、
同
書
が
出
版
さ
れ
る
や
、
そ
れ
は
社
会
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
H
・
ジ

ョ
ー
ジ
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
お
よ
び
カ
ナ
ダ
の
各
地
で
講
演
を
行
な
っ
た
。
一
八
八
一
年
か
ら
一
八
八
九
年
ま
で
の
間
に
五
回
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
渡
り
、
主
要
都
市
に
お
い
て
講
演
し
、
さ
ら
に
パ
リ
に
赴
き
、
国
際
土
地
鋼
度
改
革
会
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

出
席
し
た
。
　
一
八
九
〇
年
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
渡
っ
て
講
演
し
、
熱
狂
的
歓
迎
を
受
け
た
。

　
そ
の
た
め
に
、
．
、
㌔
さ
恥
§
毯
§
織
℃
o
ミ
ミ
童
、
”
は
次
第
に
亮
れ
行
き
を
増
し
、
一
八
八
一
年
、
ρ
U
●
司
．
○
痒
。
。
o
け
。
≦
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳

の
出
版
を
初
め
と
し
て
相
次
い
で
諸
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
は
世
界
的
に
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で

　
⑲

あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
見
れ
ば
、
一
八
九
七
年
ま
で
に
．
．
℃
さ
甘
露
題
§
良
℃
巷
ミ
ミ
耐
、
、
と
い
う
本
は
英
米
の
各
地
は
も
ち
ろ
ん
、
独
仏

諸
国
に
も
多
量
に
出
ま
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
読
書
を
妊
ん
だ
孫
文
が
、
欧
米
諸
国
を
旅
行
中
、
ど
こ
か
で
こ
の
、
．
、
き
偽
装
塁
§
・
・
駄
㌔
早
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日中両国におけるヘンリー・ジu一ジの思想の受容（伊原）

e
ミ
ミ
．
、
を
目
に
し
た
機
会
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
久
保
田
文
次
氏
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
ジ
ョ
ー
ジ
の
著
作
は
い
わ
ば
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
な
の
で
あ
っ
て
、
日
本
熊
本
ま
で
き
て
発
見
す
る
よ
う
な
本
で
は
な
い
。

滞
英
中
に
社
会
問
題
に
関
心
を
も
っ
た
ら
、
当
然
ジ
ョ
ー
ジ
を
読
ん
だ
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
こ
で
読
ま
な
か
っ
た
よ
う
な
男
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

日
本
の
農
村
有
志
者
の
留
守
宅
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
著
作
に
め
ざ
め
る
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
。
」
と
。
　
要
す
る
に
、
孫
文
が
酒
天
に

連
れ
ら
れ
て
、
濾
天
の
郷
里
を
訪
問
す
る
前
、
す
な
わ
ち
一
八
九
七
年
十
～
月
ま
で
に
、
、
．
、
喰
出
§
毯
§
良
℃
ミ
ミ
健
、
、
を
読
ん
だ
こ
と
は
大

い
に
あ
り
う
る
。
の
み
な
ら
ず
、
孫
文
は
欧
米
訪
闇
の
前
、
す
な
わ
ち
一
八
九
四
年
六
月
の
李
鴻
章
へ
の
上
書
か
ら
一
八
九
六
年
六
月
ホ
ノ
ル

ル
か
ら
米
国
へ
出
発
す
る
ま
で
の
間
に
、
香
港
・
広
州
に
約
一
年
間
（
一
八
九
五
年
一
月
～
十
月
）
滞
在
し
た
。
そ
の
頃
、
万
国
公
報
に
掲
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
マ
ッ
ク
リ
ン
の
単
税
地
租
論
に
関
す
る
論
文
を
読
ん
だ
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
思
想
形
成
の
面
か
ら
見
る
と
、
孫
文
が
土
地
問
題
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
欧
米
へ
の
旅
行
前
、
す
な
わ
ち
一
八
九
六

年
六
月
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
李
鴻
章
へ
の
上
書
の
中
に
、
目
下
の
急
務
は
農
業
の
振
興
、
耕
地
の
開
発
と
の
意
見
が
あ
る
。
上
書
の

翌
年
（
一
八
九
五
）
十
月
、
さ
ら
に
広
州
で
農
学
会
と
い
う
革
命
団
体
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
規
則
の
中
に
、
　
「
農
学
を
研
究
し
、
農
業
を
振
興
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
け
れ
ば
、
中
国
に
富
強
を
致
す
の
は
あ
り
え
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
い
ま
だ
具
体
的
な
地
権
平
均
思
想
を
形
成
し
て
は
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
広
州
蜂
起
失
敗
後
、
孫
文
は
香
港
か
ら
日
本
を
経
由
し
ハ
ワ
イ
へ
、
さ
ら
に
ハ
ワ
イ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
向
か
い
欧
米
へ

の
訪
問
を
始
め
た
。
欧
米
先
進
資
本
主
義
国
の
社
会
実
情
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
欧
米
社
会
主
義
思
想
を
吸
収
し
、
つ
い
に
「
平
均
地
権
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
民
生
主
義
思
想
を
漸
次
に
形
成
し
て
い
っ
た
。
欧
米
訪
問
後
、
再
び
日
本
に
渡
来
し
た
孫
文
は
、
宮
崎
浴
天
や
日
本
キ
リ
ス
ト
教
社
会

主
義
者
た
ち
と
交
わ
り
、
平
均
地
権
の
思
想
を
さ
ら
に
発
農
さ
せ
て
い
っ
た
。
一
八
九
九
年
八
月
（
己
亥
七
月
目
、
孫
文
は
佐
吉
亭
（
東
京
2
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

梁
啓
超
と
革
命
派
と
立
憲
派
と
の
合
作
問
題
を
め
ぐ
っ
て
話
し
た
時
、
梁
に
対
し
て
、
　
「
大
乱
之
後
、
人
民
離
散
、
荒
田
不
治
、
挙
而
奪
之
」

（
革
命
が
起
っ
た
後
、
人
民
が
離
散
し
、
荒
廃
し
た
畑
を
耕
す
人
が
な
い
、
革
命
政
府
は
そ
れ
ら
を
没
収
す
る
。
）
と
示
唆
し
た
。
ま
た
東
京
の
精
養
軒
に
お

い
て
、
さ
ら
に
梁
に
「
土
地
国
有
後
、
必
叢
叢
者
牛
後
授
以
田
、
直
納
若
干
之
租
於
国
、
而
無
復
有
一
忌
地
主
従
中
正
削
髪
、
財
農
民
可
以
大
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㊧蘇
」
（
土
地
を
国
有
化
し
た
後
、
耕
作
で
き
る
人
に
必
ず
耕
地
を
与
え
、
若
干
の
地
代
を
薩
接
国
家
に
納
め
さ
せ
れ
ば
、
地
主
が
疑
問
で
農
民
を
搾
取
す
る
こ
と

は
な
く
な
り
、
農
民
は
大
い
に
楽
に
な
る
だ
ろ
う
。
）
と
い
う
。
こ
の
「
必
能
耕
面
面
後
授
三
田
」
は
、
後
に
平
均
地
権
思
想
中
の
「
耕
者
有
其
田
」
、

耕
す
者
そ
の
田
を
有
す
、
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
民
生
主
義
発
展
段
階
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
土
地
問
題
解
決
の
根
本
的
な
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、

張
継
の
話
に
よ
れ
ば
、
　
「
わ
が
党
の
総
理
孫
文
先
生
の
、
平
均
地
権
の
一
条
の
制
定
は
、
　
｛
九
〇
〇
年
（
辛
丑
、
民
国
前
十
一
年
）
に
横
浜
で
先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
お
闘
に
か
か
っ
た
頃
だ
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
掲
の
諸
文
献
か
ら
見
れ
ば
、
孫
文
の
平
均
地
権
思
想
の
形
成
の
時
期
は
、
遅
く

と
も
、
一
九
〇
〇
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宮
崎
鞍
壷
の
帰
国
は
、
　
九
〇
〇
年
十
一
月
二
十
八
日
で
あ
る
。
孫
文
と
の
交
友

は
、
お
そ
ら
く
一
九
〇
一
年
以
後
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
民
蔵
の
影
響
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
孫
文
の
平
均
地
権
と
い
う
説
は
、
ま
ず
成

立
し
え
な
い
。
　
一
九
〇
一
年
の
春
か
ら
一
九
〇
二
年
の
冬
に
か
け
て
、
孫
文
は
ほ
と
ん
ど
日
本
に
滞
在
し
て
お
り
、
民
蔵
・
浴
天
ら
と
土
地
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

題
解
決
対
策
を
「
相
互
の
交
流
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
た
面
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
独
自
に
、
別
箇
の
も
の
を
形
成
し
た
」
と
考
え
た
方
が

よ
い
。
そ
の
時
、
孫
文
は
地
租
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
章
柄
麟
と
意
見
を
交
し
た
。
孫
文
は
「
土
地
は
自
然
物
で
、
そ
れ
は
人
間
の
力
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
　
「
耕
作
し
な
い
者
に
一
尺
一
寸
の
土
地
を
与
え
る
こ
と
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
土
地
税
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

耕
作
し
な
い
者
の
土
地
を
回
収
し
、
そ
れ
を
耕
作
者
に
与
え
る
な
ら
ば
、
土
地
の
使
用
は
自
然
に
均
し
く
な
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
キ

リ
ス
ト
教
の
自
然
法
思
想
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
民
蔵
の
土
地
均
享
論
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
地
価
に
よ
っ
て
土
地
を
買
収
す
る
と
い

う
「
照
価
収
買
」
の
土
地
政
策
に
も
関
連
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
一
九
〇
二
年
の
冬
、
ベ
ト
ナ
ム
の
フ
ラ
ン
ス
総
督
U
8
ヨ
賃
の
招
待
に
応

じ
て
日
本
か
ら
ハ
ノ
イ
へ
赴
い
た
孫
文
は
、
約
半
年
間
ベ
ト
ナ
ム
に
滞
在
し
た
。
翌
年
七
月
下
旬
、
再
び
日
本
に
も
ど
っ
た
彼
は
、
た
だ
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

菓
京
の
青
山
で
革
命
軍
事
学
校
を
創
立
し
、
入
学
誓
詞
の
中
に
初
め
て
平
均
地
権
と
い
う
一
条
を
書
き
入
れ
た
。
こ
れ
は
決
し
て
孫
文
の
平
均

地
権
思
想
が
、
そ
の
頃
に
成
立
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
の
要
求
や
社
会
革
命
に
対
応
す
る
た
め
に
、
こ
の
一
条
を
挿
ス
し

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
革
命
軍
事
学
校
入
学
誓
詞
中
に
あ
る
平
均
地
権
の
一
条
は
、
一
九
〇
四
年
五
月
、
革
僑
の
革
命
組
織
で
あ
る
致
公
堂
の
新
綱
領
の
第
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⑳

二
条
と
な
り
、
さ
ら
に
翌
年
八
月
、
東
京
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
中
国
同
盟
会
の
三
大
綱
領
の
一
つ
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
平
均
地
権
の
具
体

的
内
容
が
見
え
る
の
は
、
一
九
〇
六
年
の
「
軍
政
府
宣
言
」
で
あ
る
。

　
　
文
明
之
福
利
、
国
民
平
等
以
享
之
。
当
改
良
社
会
経
済
組
織
、
核
定
天
下
地
価
。
其
現
有
之
地
価
傍
属
殿
主
所
有
。
其
革
命
後
社
会
改
良
進
歩
之
増
価
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
則
賢
台
国
家
、
為
国
民
所
共
享
。
肇
造
社
会
的
国
家
、
富
家
給
人
足
、
四
海
之
内
、
無
一
夫
不
獲
其
所
。
敢
有
襲
断
以
岩
国
民
之
生
命
者
、
与
衆
共
棄
之
。

す
な
わ
ち
、
文
明
の
福
祉
は
国
民
が
平
等
に
享
受
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
社
会
経
済
組
織
を
改
良
し
、
天
下
の
地
価
を
確
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
現
有
の
地
価
は
も
と
の
所
有
者
に
帰
す
る
が
、
革
命
後
社
会
の
進
歩
や
改
良
に
よ
る
増
加
分
は
国
の
も
の
と
な
し
、
国
民
が
と
も

に
そ
れ
を
享
有
す
べ
き
で
あ
る
。
社
会
主
義
的
な
国
家
を
建
設
し
ど
の
家
庭
に
も
衣
食
の
足
る
よ
う
に
す
る
。
国
内
の
い
た
る
所
、
何
人
に
も

安
住
の
地
が
あ
る
。
あ
え
て
土
地
を
独
占
し
国
民
の
生
計
を
制
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
国
民
と
と
も
に
そ
の
老
を
追
放
す
る
、
と
い
う
。

・
こ
の
宣
言
の
中
で
は
土
地
所
有
権
を
い
っ
た
い
ど
う
解
決
す
る
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
地
価
上
昇
の
利
益
を
国
の
も
の

と
す
る
の
は
、
班
・
ジ
ョ
ー
ジ
や
J
・
s
・
ミ
ル
の
理
論
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
宣
言
を
発
表
す
る
と
同
時
に
、
孫

文
は
『
民
報
』
創
刊
一
周
年
記
念
会
（
同
年
十
二
月
二
日
）
の
演
説
に
お
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
た
。
土
地
問
題
の
「
解
決
方

法
に
つ
い
て
は
、
社
会
学
者
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。
私
は
地
価
を
定
め
る
方
法
が
一
番
よ
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
地
主
が
一
千
元
の

価
値
あ
る
土
地
を
有
す
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
地
価
を
一
千
元
、
あ
る
い
は
多
く
と
も
二
千
元
と
決
め
る
。
将
来
、
そ
の
土
地
が
交
通
発
達
に
よ

り
一
万
元
に
上
昇
す
れ
ば
、
地
主
は
二
千
元
を
受
け
取
っ
て
も
損
は
な
い
。
そ
の
余
り
の
八
千
元
は
国
に
帰
す
る
。
こ
れ
は
国
民
の
生
計
に
大

き
な
利
益
と
な
る
。
少
数
の
富
有
が
土
地
の
利
益
を
独
占
す
る
弊
害
は
、
自
然
に
永
遠
絶
滅
す
る
。
こ
れ
は
最
も
簡
便
な
方
法
で
あ
る
。
（
中
略
）

中
国
が
社
会
革
命
を
行
な
っ
た
後
、
私
人
は
た
だ
地
租
の
み
を
納
め
、
他
の
税
は
永
遠
に
免
除
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
中
国
は
地
球
上
で
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

富
裕
な
国
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
こ
の
説
明
か
ら
す
る
と
、
　
つ
ま
り
土
地
の
私
有
権
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
同
時
に
、
単
一
租
税
論
の
原
則
に
よ

り
地
代
の
み
を
微
収
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
ま
ず
政
府
は
地
価
を
確
定
し
、
将
来
、
地
価
が
上
昇
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
上
昇
分
全
部
を

国
に
納
め
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
漸
進
的
、
か
つ
微
温
的
な
社
会
政
策
を
も
っ
て
、
次
第
に
「
平
均
地
権
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
単
一
租
税
の
理
論
を
宣
伝
す
る
た
め
、
・
孫
文
は
彦
考
量
に
命
じ
て
、
．
勺
さ
恥
§
霧
§
叙
℃
ミ
ミ
ミ
．
．
を
中
国
語
に
翻
訳
さ
せ
、
『
民
報
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
創
刊
号
で
「
進
歩
与
貧
乏
」
と
題
し
て
掲
載
し
た
。
も
と
も
と
、
土
地
問
題
に
対
し
て
、
同
盟
会
内
部
の
意
見
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な

か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
同
盟
会
成
立
の
際
、
孫
文
が
平
均
地
権
と
い
う
一
条
を
と
り
あ
げ
、
同
趣
の
綱
領
に
し
ょ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
に
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番

し
た
者
も
あ
り
、
孫
文
は
再
三
説
明
し
て
、
や
っ
と
そ
れ
を
承
諾
さ
せ
た
。
や
が
て
痴
漢
民
は
「
民
報
の
六
大
主
義
」
と
い
う
論
文
の
中
で
土

地
国
有
論
を
提
起
し
、
こ
れ
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
胡
の
土
地
国
有
論
は
孫
文
の
平
均
地
権
説
を
理
論
の
颪
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
そ
の

基
本
的
観
点
は
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
自
然
法
に
よ
っ
て
土
地
私
膚
制
の
弊
害
を
指
摘
し
、
国
民
に
土
地
私
有
権
を
持
た
せ
な
い
で
、
地
主
を
中
国

大
陸
か
ら
追
放
す
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
、

　
単
一
租
税
論
に
真
正
面
か
ら
反
対
の
意
を
示
し
た
の
は
、
当
時
言
論
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
梁
啓
超
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
。
　
「
単
一
租
税
論

を
唱
え
る
の
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
彼
は
著
書
『
進
歩
と
貧
困
』
の
中
で
、
極
端
な
こ
と
を
放
言
し
て
い
る
。
後
世
の
論
者
は
、
そ

れ
は
一
つ
の
経
済
学
上
の
学
説
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
社
会
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
断
じ
て
許
さ
な

い
」
　
「
孫
文
は
、
ド
イ
ツ
の
遠
州
・
オ
ラ
ン
ダ
の
ジ
ャ
ワ
で
そ
れ
ぞ
れ
単
一
租
税
制
を
行
な
っ
て
お
り
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
と
ほ
め
た
た

え
て
い
る
。
も
し
中
国
が
彼
ら
を
ま
ね
て
そ
の
税
制
を
実
施
す
る
な
ら
ば
、
あ
あ
、
ま
こ
と
に
苦
々
し
い
限
り
で
あ
る
。
孫
文
は
な
ぜ
こ
の
税

　
　
　
　
　
　
⑳

制
を
唱
え
る
の
か
。
」
　
梁
が
単
～
期
中
論
や
土
地
国
有
論
に
批
判
を
加
え
た
主
な
理
由
は
、
一
、
財
政
上
か
ら
い
え
ば
、
地
謡
の
み
で
国
の
財

政
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
か
も
そ
の
税
制
は
保
護
貿
易
政
策
を
妨
げ
る
、
二
、
ま
た
経
済
上
か
ら
い
え
ば
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
自

然
法
論
は
歴
史
上
の
産
物
で
、
す
で
に
時
代
に
立
ち
遅
れ
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
私
有
制
も
歴
史
上
の
産
物
で
、
社
会
、
経
済
の
発
展
に
従
っ

て
自
然
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
社
会
、
経
済
の
発
展
を
阻
止
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
，

に
梁
は
当
時
の
立
憲
派
の
立
場
か
ら
革
命
派
に
あ
く
ま
で
悪
評
を
浴
び
せ
て
、
平
均
地
権
論
に
打
撃
を
加
え
た
。
　
か
く
し
て
同
盟
会
の
　
『
民

報
』
と
梁
啓
超
の
『
新
民
叢
報
』
は
、
土
地
問
題
を
め
ぐ
っ
て
華
々
し
い
論
戦
を
交
す
の
で
あ
る
。

　
辛
亥
革
命
後
、
革
命
政
権
は
塵
世
凱
に
奪
わ
れ
て
、
孫
文
の
社
会
革
命
は
無
論
の
こ
と
、
政
治
革
命
さ
え
も
新
た
な
難
し
い
局
面
を
迎
え
て
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い
た
。
一
方
、
孫
文
の
平
均
地
権
論
と
必
ず
し
も
意
見
を
同
じ
く
し
な
い
宮
崎
民
蔵
は
、
み
ず
か
ら
の
土
地
均
窯
論
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

京
政
府
の
憲
法
会
議
へ
「
土
地
均
享
の
権
利
を
保
障
せ
よ
」
と
い
う
請
願
書
を
呈
し
た
。
一
九
＝
ハ
年
（
民
国
五
年
）
九
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。

お
り
し
も
、
婁
世
凱
の
帝
制
撤
廃
と
悶
死
に
よ
っ
て
、
黎
元
洪
が
大
総
統
の
地
位
を
継
ぎ
、
国
会
を
再
開
し
、
孫
文
の
革
命
派
と
和
解
を
進
め

て
い
た
。
同
年
九
月
十
五
日
、
北
京
政
府
は
憲
法
草
案
の
審
議
を
開
始
し
た
。
こ
の
機
会
に
、
民
蔵
の
請
願
書
は
北
京
政
府
に
発
送
さ
れ
た
。

　
　
小
生
こ
こ
に
貴
国
に
切
望
す
る
所
の
最
重
の
も
の
は
富
国
に
あ
ら
ず
、
強
兵
に
あ
ら
ず
、
善
政
に
あ
る
な
り
。
善
政
は
民
を
愛
す
る
の
政
な
り
。
真
正
に

　
　
民
を
愛
す
る
の
政
は
、
一
般
民
人
に
対
し
抽
象
的
荘
洋
の
幸
福
を
計
る
に
非
ず
。
民
人
各
個
に
対
し
具
体
的
切
実
の
幸
福
を
計
る
こ
れ
な
り
。
し
こ
う
し

　
　
て
こ
の
善
政
の
第
一
要
件
は
、
他
な
し
、
た
だ
民
人
土
地
均
享
の
権
利
を
保
障
す
る
に
あ
り
。
民
人
こ
の
権
利
あ
れ
ば
、
そ
の
生
業
安
固
を
得
、
老
病
安

　
　
養
を
得
、
子
女
教
養
を
得
、
恒
心
保
存
を
得
、
自
由
保
持
す
る
を
得
。
も
し
中
国
こ
の
保
障
を
確
立
す
れ
ぱ
、
国
彊
外
の
民
人
近
き
は
こ
の
善
政
治
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
民
と
な
ら
ん
こ
と
を
希
う
べ
く
、
遠
き
は
ま
さ
に
こ
の
善
政
に
な
ら
い
法
を
制
せ
ん
と
望
む
べ
し
。

　
民
蔵
は
共
産
主
義
や
無
政
府
主
義
を
批
判
し
、
た
だ
土
地
均
享
の
み
が
社
会
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
そ

の
土
地
均
享
実
現
の
手
段
と
し
て
、
言
論
や
請
願
に
よ
っ
て
立
法
を
勝
ち
取
ろ
う
と
し
た
。
自
国
政
府
に
無
視
さ
れ
た
彼
の
土
地
均
享
論
の
夢

は
隣
国
中
国
へ
と
そ
そ
が
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
請
願
書
の
提
出
は
、
軽
率
な
行
動
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
弟
の
酒
天
の
よ
う
に
中
国

へ
の
深
い
感
情
か
ら
中
国
農
民
の
痛
苦
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時

の
北
京
政
府
は
、
東
京
政
府
同
様
、
彼
の
「
請
願
」
に
は
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
民
国
成
立
後
、
孫
文
は
民
生
主
義
に
関
す
る
演
説
を
、
広
州
、
上
海
、
南
京
、
北
京
な
ど
の
大
都
市
で
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
な
っ
た
。
そ

の
時
、
最
も
強
調
し
た
の
は
、
平
均
地
権
論
で
あ
る
。
そ
の
実
施
方
法
は
、
ま
ず
地
価
に
よ
っ
て
地
租
を
微
供
す
る
。
地
価
の
確
定
は
土
地
所

有
者
に
ま
か
せ
る
。
も
し
地
価
が
高
く
申
告
さ
れ
れ
ば
、
重
税
を
徴
収
す
る
。
低
す
ぎ
る
時
は
、
政
府
が
そ
の
土
地
を
買
収
す
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
土
地
の
国
有
化
が
漸
次
に
達
成
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
上
価
納
税
」
と
「
土
地
国
有
」
と
は
相
互
に
関
連
し
、
同
時
に
行
な
わ
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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一
九
二
四
年
一
月
、
広
州
に
お
い
て
、
中
国
共
産
党
を
加
え
て
行
な
わ
れ
た
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
は
、
土
地
政
策
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
採
決
し
た
。
、
「
経
済
組
織
の
不
均
衡
を
か
も
す
主
な
原
因
は
、
少
数
が
土
地
所
有
権
を
操
縦
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政

府
は
土
地
法
、
土
地
使
用
法
、
地
租
徴
収
法
お
よ
び
地
価
税
法
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
主
は
自
分
で
私
有
土
地
の
地
価
を
決
め
て

政
府
に
申
告
し
、
政
府
は
そ
の
申
告
の
地
価
に
よ
っ
て
地
図
を
徴
収
す
る
。
し
か
し
、
必
要
な
場
合
に
は
、
政
府
は
そ
の
申
告
の
地
価
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
土
地
を
買
収
す
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
平
均
地
権
の
要
旨
で
あ
る
。
」
長
年
来
、
孫
文
の
唱
え
た
こ
の
平
均
地
権
の
主
張
が
、
つ
い
に
法
定
化

さ
れ
た
。
こ
の
土
地
法
、
土
地
使
用
法
お
よ
び
地
租
徴
収
法
な
ど
を
制
定
す
る
た
め
、
孫
文
は
、
こ
の
件
に
関
し
て
経
験
を
持
つ
単
一
租
税
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

者
の
ド
イ
ツ
人
、
シ
ュ
ラ
マ
イ
ヤ
ー
（
名
一
一
一
一
P
昌
P
　
O
D
O
一
げ
H
ρ
円
P
Φ
一
Φ
巴
）
を
広
東
革
命
政
府
の
土
地
問
題
の
顧
問
と
し
て
招
聴
し
た
。
一
方
、
平
均
地
権

の
政
策
の
推
進
の
た
め
、
広
州
に
農
民
運
動
講
習
所
を
設
立
し
、
土
地
問
題
専
門
の
人
材
を
養
成
し
た
。
一
九
二
四
年
八
月
二
十
三
日
、
孫
文

は
同
講
習
所
に
お
い
て
「
耕
す
者
そ
の
田
を
有
す
」
と
題
し
て
講
演
を
行
な
い
、
ロ
シ
ア
革
命
に
高
い
評
価
を
与
え
る
と
同
時
に
、
ロ
シ
ア
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

命
政
府
の
土
地
政
策
に
学
び
、
平
均
地
権
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
唱
え
始
め
た
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
平
均
地
権
思
想
の
根
本
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一
租
税
論
か
ら
生
み
出
さ
れ
も
の
で
あ
る
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
単
一

組
憂
事
は
、
有
無
法
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
の
入
道
主
義
と
に
基
づ
き
、
貧
困
な
農
民
に
同
情
を
寄
せ
て
彼
ら
に
耕
地
を
保
有
さ
せ
よ
と
主
張
し

た
。
こ
の
理
論
は
、
地
主
階
級
へ
の
妥
協
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
特
質
を
有
す
る
が
、
当
時
、
中
国
社
会
の
現
実
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
最
も
適

切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
孫
文
は
、
約
四
分
の
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
単
一
租
税
論
を
も
っ
て
社
会
革
命
を
推
し
進
め
よ
う
と

し
た
が
、
　
ロ
シ
ア
革
命
以
後
、
　
マ
ル
ク
ス
思
想
が
著
し
く
発
展
し
、
中
国
の
革
命
は
新
し
い
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。
か
つ
て
彼
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
「
H
℃
ジ
ョ
ー
ジ
の
説
と
マ
ル
ク
ス
の
説
は
外
見
で
は
少
々
違
う
点
が
あ
る
が
、
実
は
相
互
に
関
連
し
て
共
存
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が

あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
単
一
租
税
論
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
平
均
地
権
論
に
、
究
極
的
に
賛
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

広
州
の
農
民
運
動
講
習
所
の
第
一
期
所
長
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
彰
溝
お
よ
び
岡
所
の
第
六
期
所
長
毛
沢
東
ら
は
、
後
に
小
作
人
を
組

織
し
、
階
級
闘
争
の
手
段
で
地
主
か
ら
土
地
を
奪
取
し
、
社
会
革
命
を
行
な
っ
た
。
結
局
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
と
唯
物
論
分
社
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会
主
義
者
と
の
分
裂
の
よ
う
に
、

る
。

中
国
で
も
、
国
共
両
党
の
土
地
革
命
政
策
は
、
事
実
上
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
道
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

日申両国におけるヘンリー・・ジョージの思想の受容（伊原）

①
　
『
万
国
公
報
』
第
｝
○
一
巻
、
や
悟
ゆ
．
「
以
地
租
増
々
論
」
、
一
八
九
四
年
（
光

　
緒
一
一
十
年
）
十
二
月
、
上
海
、
美
華
書
館
。

②
　
同
上
、
第
一
〇
二
巻
、
や
⑦
－
。
。
．
二
士
馬
林
著
「
再
論
臨
地
徴
租
之
利
」
。

③
　
同
上
、
第
一
〇
四
巻
、
や
。
。
占
ρ
英
国
医
士
馬
林
著
「
蜜
国
策
」
。

④
同
上
、
第
＝
一
五
巻
、
℃
」
O
占
ω
・
英
馬
林
著
「
論
地
租
帰
公
之
益
」
よ
り
。

⑤
江
充
虎
と
マ
ッ
ク
リ
ン
ら
は
、
当
時
両
江
総
督
の
張
人
日
、
勧
業
道
の
李
子
用

　
の
許
可
を
得
、
農
販
会
を
作
り
、
耀
潭
を
地
租
共
有
の
試
験
場
と
し
て
単
一
租
税

　
制
を
推
進
す
る
計
薗
を
立
て
た
が
、
や
が
て
辛
亥
革
命
が
起
り
、
計
画
は
中
止
さ

　
れ
た
。
呉
相
湘
「
江
充
虎
嚢
中
國
社
会
党
」
　
（
伝
記
文
学
叢
刊
『
民
国
百
人
伝
』

　
第
三
冊
や
α
㌣
①
。
。
）
、
夏
良
工
「
事
触
・
上
封
的
単
税
論
在
中
国
」
（
『
近
代
史
研

　
究
』
一
九
八
○
年
第
一
期
や
b
。
幽
Q
。
I
b
。
①
b
。
）
等
参
照
。

⑥
北
米
合
衆
国
々
会
図
書
館
収
蔵
『
江
充
虎
洪
水
集
』
℃
噸
。
。
甲
ω
込
ρ
φ
（
一
九
一
六
年

　
五
月
十
六
日
、
著
者
の
江
｛
几
虎
は
こ
の
本
を
米
圏
会
図
書
館
に
寄
贈
し
た
。
本
論

　
は
京
大
人
文
科
学
研
究
所
の
複
写
本
を
使
用
）
。

⑦
中
闘
社
会
党
の
党
綱
入
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
一
、
賛
成
共
和
、
一
、
融

　
化
種
界
、
一
、
改
良
法
律
、
尊
重
個
人
、
一
、
四
三
世
襲
遺
産
制
度
、
一
、
組
織

　
公
共
機
関
、
普
及
平
斑
教
育
、
　
一
、
振
興
直
接
生
利
之
事
業
、
奨
励
労
動
家
、

　
一
、
専
徴
地
税
、
罷
免
一
切
税
、
｝
、
限
鰯
軍
備
、
井
力
軍
備
以
外
之
競
争
。
」

　
と
あ
る
。
中
國
第
二
歴
史
橘
案
館
編
『
中
国
無
政
府
主
義
和
中
妻
社
会
党
』
℃
．

　
嵩
ω
占
刈
伊
新
華
書
店
、
一
九
八
｝
年
。

⑧
　
岡
上
、
　
『
中
国
無
政
府
主
義
和
中
国
社
会
党
』
℃
・
嵩
？
嵩
ρ

⑨
同
上
、
一
九
一
二
年
七
月
二
十
六
日
、
江
寛
虎
は
震
世
凱
政
府
へ
提
出
す
る
文

　
書
の
中
で
は
、
　
「
本
党
井
非
法
定
機
関
、
出
現
前
大
総
統
孫
、
前
内
閣
総
理
唐
極

　
力
賛
成
、
熱
心
芸
道
、
而
本
一
対
於
中
央
政
府
、
従
不
為
批
准
立
案
之
要
求
。
」

　
　
へ
　
　
　
　
む

　
と
、
う

⑩
　
前
掲
江
雨
虎
洪
水
集
や
綬
；
器
．
「
中
国
社
会
党
歓
迎
孫
中
山
上
辞
」
辛
亥
十

　
一
月
。

⑪
　
宮
醗
龍
介
「
卵
酒
天
の
こ
と
ど
も
」
は
、
昭
和
十
八
年
文
芸
春
秋
社
出
版
『
三

　
十
三
年
の
夢
』
や
b
。
鴇
1
ω
爲
・
に
収
録
。
ま
た
、
も
う
一
篇
の
「
伯
父
民
蔵
の
こ

　
と
ど
も
」
の
文
中
に
は
、
　
「
同
盟
会
の
総
理
に
推
さ
れ
た
孫
文
の
無
生
主
義
に
い

　
う
と
こ
ろ
の
〃
平
均
地
権
”
は
土
地
国
有
論
を
と
ら
ず
私
権
を
認
め
た
地
権
平
均

　
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
方
策
の
内
容
に
お
い
て
は
、
民
蔵
の
土

　
地
復
権
論
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
た
。
」
と
あ
る
。
（
『
人
物
研
究
史
料
』
②
や

　
一
δ
占
ド
。
。
智
に
収
録
）

⑫
社
会
経
済
史
学
会
『
社
会
経
済
史
学
』
二
十
一
巻
五
・
六
号
（
一
九
五
五
年
）

　
に
見
え
る
。

⑬
ρ
言
鴛
銘
詳
≦
出
g
ご
砺
§
罫
書
§
”
ミ
蕊
馬
ミ
ミ
℃
ミ
§
斜
O
o
ぎ
ヨ
σ
β

　
q
耀
く
①
謎
解
ぞ
準
。
ω
ω
㌧
野
虫
く
く
。
蒔
℃
一
り
蕊
．
℃
。
一
①
・

⑭
い
嘱
睾
。
。
冨
§
剛
臆
的
§
寄
㍗
肋
§
℃
ミ
恥
ト
ミ
§
蹴
N
冴
§
§
凡
躇
”
這

　
G
蕊
詩
ミ
勲
薦
ミ
憶
叢
り
ω
3
鵠
h
o
a
q
議
く
⑦
窃
一
ぞ
翠
⑦
ω
㎝
、
o
Q
山
雪
8
a
℃
O
p
。
一
建
。
㍗

　
巳
p
㌧
一
り
も
。
心
．
や
α
○
。
●

⑮
愚
書
σ
q
冨
き
α
q
－
汗
§
恥
N
§
馬
競
ミ
§
遷
ミ
O
§
N
§
寄
s
N
帖
ミ
§
」
ぼ
塁

　
く
。
「
ぎ
お
ω
O
．
や
b
。
心
・

⑯
　
保
志
拘
「
鳳
至
　
中
国
国
務
党
の
土
地
政
策
」
、
　
山
本
秀
夫
・
野
間
清
『
中
国

　
農
村
革
命
の
展
開
』
に
収
録
、
℃
・
。
。
一
Φ
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
「
九
七
二
年
。

⑰
山
綺
前
掲
霞
℃
．
↑
≦
巴
8
円
≦
■
密
旨
貯
α
q
。
。
㎞
嵐
ミ
§
曙
ミ
肉
§
§
ミ
ら
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㌔
§
㍗
塁
動
§
暮
恥
9
ミ
ミ
侮
、
ミ
3
冥
①
’
く
曜
自
ぎ
一
鴇
O
■
℃
．
鰹
O
・
参
照
。

⑱
山
崎
前
掲
欝
や
写
参
照
。

⑭
　
同
上
、
や
一
。
。
．

⑳
　
久
保
照
文
次
「
孫
文
の
平
均
地
権
論
」
、
　
『
歴
史
学
研
究
』
2
0
・
A
◎
。
『
に
見
え

　
る
。
　
【
九
八
○
年
十
二
月
。

⑳
　
そ
の
時
、
　
『
万
園
公
報
』
は
、
欧
米
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
を
中
心
と
す
る

　
広
学
会
（
8
冨
ω
o
o
一
〇
芝
h
o
門
島
o
U
漆
器
一
〇
口
。
囲
O
訂
齢
凱
㊤
箒
餌
旨
α
Ω
o
器
『
鈴

　
H
（
8
乱
。
儒
◎
q
o
㊤
ヨ
。
昌
α
q
窪
①
Ω
凱
昌
。
ω
①
）
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
。
同
誌
は
、
当

　
初
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
伝
を
中
心
と
し
、
後
に
國
内
外
の
重
大
な
社
会
記
事
な
ど

　
を
掲
載
し
て
、
清
朝
末
期
の
思
想
啓
蒙
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。
一
八
九
四
年

　
十
月
、
孫
文
の
「
霊
牌
鴻
章
譜
」
と
い
う
李
鴻
章
へ
の
建
白
書
は
、
こ
の
万
国
公

　
報
緊
ρ
O
ρ
署
。
．
ざ
に
連
載
さ
れ
、
孫
文
が
万
国
公
報
と
関
係
の
あ
る
こ
と
が

　
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
最
初
、
孫
文
は
万
国
公
報
の
一
愛
読
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

　
る
。
な
お
M
・
バ
ー
ナ
ル
（
じ
尊
。
旨
巴
レ
富
吋
ニ
コ
）
は
、
欧
米
訪
問
以
前
の
孫
文
は

　
す
で
に
単
｝
租
税
論
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
よ
う
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
O
ミ
9
ミ
聴

　
肋
。
鼠
ミ
慾
｝
こ
。
㎏
8
N
．
い
。
鼠
。
詳
お
刈
ρ
℃
．
語
参
照
）
。

⑫
　
漏
自
由
『
革
命
逸
史
臨
（
民
国
五
十
四
年
、
台
北
、
商
務
印
書
館
）
第
四
集
℃
．

　
ざ
山
海
・
「
広
州
興
豊
艶
及
零
丁
庚
予
二
役
」
。

⑳
　
孫
文
は
「
有
志
寛
成
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
倫
敦
脱
生
後
、
奇
巌
留
欧
州
、
以
実
行
考
察
其
政
治
風
俗
、
緊
結
交
其
朝
野
贅

　
豪
、
両
年
之
中
所
見
所
聞
、
殊
多
心
得
、
浜
山
徒
運
患
家
富
強
、
民
権
発
達
、
如

　
欧
洲
列
強
者
、
猶
未
能
登
斯
芳
書
極
楽
之
郷
也
。
是
以
欧
洲
之
志
士
猶
有
社
会
革

　
命
之
運
動
也
。
予
欲
為
一
労
永
逸
之
計
、
乃
採
取
無
生
主
義
、
以
与
民
族
、
民
権

　
聞
題
同
暗
解
決
、
此
三
民
主
義
之
主
張
所
由
完
成
也
。
」
（
中
国
国
民
党
中
央
党
々

　
史
編
纂
委
員
会
『
国
父
全
集
』
第
一
冊
⇔
や
一
塁
に
見
え
る
。
）

⑭
　
　
『
新
民
叢
報
』
第
今
年
第
十
四
号
や
ω
ρ
　
「
雑
週
末
報
」
（
黒
駁
孫
文
演
説
中

　
「
関
於
社
会
煎
・
命
論
者
」
に
琵
え
る
。
）

⑯
　
同
上
、
や
器
．

⑳
張
継
「
本
党
的
経
済
政
策
」
、
前
掲
国
父
思
想
論
文
集
、
第
二
冊
℃
・
り
。
。
9

⑳
　
前
掲
久
保
田
論
文
。

⑱
　
章
嫡
麟
「
定
版
籍
」
、
湯
志
鈎
『
章
太
炎
政
論
選
集
』
（
北
京
、
中
華
霜
局
、
一

　
九
七
七
年
）
上
冊
に
収
録
。

⑳
前
掲
輩
命
逸
史
第
四
集
や
H
。
。
凸
O
に
見
え
る
。

⑳
　
一
九
〇
照
年
一
月
、
ハ
ワ
イ
に
着
い
た
孫
文
は
、
康
有
為
の
保
皇
党
に
対
抗
す

　
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
華
僑
革
命
組
織
た
る
致
公
価
に
参
加
し
た
。
こ
の
革
命
団

　
体
の
組
織
は
ば
ら
ば
ら
で
、
ま
と
ま
り
を
欠
い
て
お
り
、
綱
領
も
時
代
に
遅
れ
て

　
い
た
。
そ
の
た
め
、
孫
文
は
同
年
五
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
致
公
堂
の
新
綱

　
領
八
十
ケ
条
を
鋼
費
し
た
。
そ
の
中
の
第
二
条
に
は
「
本
堂
以
駆
逐
督
学
、
恢
復

　
中
華
、
創
立
民
国
、
平
均
地
妻
訪
宗
旨
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
革
命
軍
事
学
狡
の
入

　
学
誓
詞
と
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
陳
民
『
中
国
致
公
党
』
　
（
北
京
、
文
史
資

　
料
出
版
往
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

⑳
　
前
掲
国
父
全
集
第
一
冊
⇔
や
b
。
・

⑳
　
同
上
、
⇔
や
嵩
軒
嵩
ρ
　
コ
ニ
民
主
二
言
中
国
民
族
之
前
途
」
。

⑳
　
『
民
報
』
第
一
号
や
一
器
山
ω
ρ
「
進
歩
与
貧
乏
」
、
英
国
亨
利
佐
治
著
、
中
国

　
屠
窟
訳
と
轡
か
れ
て
い
る
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
（
碁
盤
佐
治
）
は
ア
メ
リ
カ
人
で
、

　
イ
ギ
リ
ス
人
で
は
な
い
。
ま
た
「
屠
富
」
は
膠
仲
燈
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。
な

　
お
前
掲
革
命
逸
史
築
二
豊
艶
駕
b
。
∴
塩
「
二
斑
主
義
与
三
民
主
義
」
参
照
。

⑭
前
掲
陶
磁
逸
史
第
二
集
や
置
0
占
朝
◎
。
「
中
国
同
盟
史
略
」
。
な
お
、
土
地
問
題

　
を
め
ぐ
る
革
命
派
内
の
意
見
は
ざ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
章
柄
麟
の
均

　
田
法
論
、
陶
成
章
の
土
地
公
有
論
、
劉
光
漢
の
土
地
没
収
論
な
ど
が
あ
る
。
　
こ

　
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
夏
東
元
の
論
文
「
論
清
末
革
命
党
人
関
干
土
地
問
題
的
思

　
想
」
　
（
湖
北
省
哲
学
社
会
科
学
学
会
聯
合
会
編
『
辛
亥
革
命
五
十
幾
年
紀
念
論
文

　
集
』
上
階
収
録
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
）
の
中
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
。
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⑳
　
前
掲
民
報
第
三
号
ワ
7
b
。
b
。
“

⑯
　
前
掲
新
民
叢
報
第
四
年
第
十
四
号
や
。
。
ω
凸
Φ
．
な
お
、
土
地
問
題
を
め
ぐ
る
梁

　
啓
超
と
革
命
派
と
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
堀
川
哲
男
氏
の
「
民
生
問
題
を
め
ぐ
る

　
民
報
と
新
聞
叢
報
の
論
争
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
四
－
一
、
一
九
七
五
年
）
の

　
論
文
の
中
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
宮
崎
民
蔵
「
土
地
均
享
の
権
利
を
保
障
せ
よ
」
、
　
中
国
研
究
所
『
ア
ジ
ア
経
済

　
旬
報
臨
客
p
。
。
刈
。
。
・
一
九
七
二
年
八
月
下
旬
号
収
録
。

㊥
同
上
。

⑳
　
「
平
均
地
権
」
　
（
一
九
一
二
年
五
月
四
日
、
広
州
に
お
い
て
の
演
説
）
前
掲
国

　
父
全
集
第
…
冊
9
や
一
。
。
膳
み
。
。
③

⑳
「
中
国
々
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
土
器
」
（
一
九
二
四
年
　
月
三
十
一
臼
）
、

　
前
掲
国
父
全
集
第
二
冊
　
四
や
愈
ふ
ピ

⑪
　
シ
ュ
ラ
マ
イ
ヤ
ー
は
、
独
領
習
練
の
植
民
地
政
府
の
土
地
局
に
つ
と
め
、
大
き

　
な
成
果
を
挙
げ
た
。
一
九
二
照
年
、
広
東
革
命
政
府
の
土
地
問
題
の
願
問
と
な
つ

　
た
彼
は
、
革
命
政
府
の
地
租
徴
収
法
に
関
す
る
「
土
地
登
記
深
陥
税
法
」
を
草
し

　
た
。
こ
の
茸
－
案
は
孫
文
に
高
く
評
価
さ
れ
、
後
に
国
民
政
府
の
土
地
立
法
の
重
要

　
な
参
考
と
な
っ
た
。

⑫
　
　
「
耕
者
要
有
其
田
」
、
前
掲
國
父
全
集
第
｝
冊
e
℃
．
漣
①
一
b
。
畠
’

⑬
　
　
「
社
会
主
義
之
派
別
及
批
評
」
、
同
上
や
一
中
凸
O
伊

日中両国におけるヘンリー・ジョージの思想の受容（伊原）

お
　
わ
　
り
　
に

　
十
九
世
紀
に
至
り
、
西
洋
の
文
化
や
思
想
が
次
第
に
ア
ジ
ア
に
伝
え
ら
れ
て
来
た
。
ア
ジ
ア
の
中
で
、
日
本
と
中
国
は
、
も
と
も
と
自
か
ら

の
伝
統
文
化
と
思
想
を
持
っ
て
お
り
、
な
じ
み
の
な
い
西
洋
文
化
や
思
想
の
渡
来
に
は
、
拒
絶
反
応
を
示
し
、
な
か
な
か
受
け
入
れ
よ
う
と
し

な
か
っ
た
。
儒
教
の
思
想
に
制
約
さ
れ
た
中
国
で
は
こ
と
さ
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
清
戦
争
の
敗
北
と
い
う
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
中
国

は
、
始
め
て
西
洋
文
化
と
思
想
に
目
を
開
か
れ
、
徐
々
に
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
た
。

　
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
の
渡
来
は
、
他
の
西
洋
思
想
の
渡
来
に
比
べ
、
二
つ
の
堆
黒
が
あ
る
。
一
つ
は
、
西
洋
人
宣
教
師
に
よ
る
積
極
的
な

宣
伝
、
い
ま
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
日
中
両
国
の
知
識
人
の
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
は

濃
厚
な
宗
教
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
土
地
は
神
か
ら
賜
与
さ
れ
た
自
然
物
の
一
つ
で
あ
り
、
一
人
が
私

有
の
も
の
と
し
て
と
り
扱
う
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
。
今
や
人
間
の
共
通
の
貧
困
は
、
主
と
し
て
こ
の
土
地
私
有
制
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
不
幸
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
不
正
な
土
地
私
有
制
を
覆
さ
な
い
限
り
、
人
間
社
会
の
貧
困
解
消
は
、
と
う
て
い
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。
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こ
の
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
理
論
に
は
、
飢
え
た
人
々
に
説
得
力
が
あ
り
、
歓
迎
さ
れ
、
つ
い
に
世
界
各
地
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　
社
会
の
発
達
に
つ
れ
て
、
人
口
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
地
価
上
昇
の
最
大
原
因
で
あ
る
。
地
価
上
昇
に
よ
っ
て
地
主
は
大
も
う
け
す
る
。
そ

れ
に
ひ
き
か
流
、
貧
乏
人
は
ま
す
ま
す
多
く
な
る
。
つ
ま
り
社
会
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
r
貧
富
の
差
が
拡
大
す
る
。
　
『
進
歩
と
貧
困
』
の

理
論
は
、
て
の
社
会
発
達
の
現
象
に
基
づ
い
て
形
成
さ
肌
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
地
代
が
労
働
の
結
果
で
な
い
と
同
様
に
、
地
価
の
増

大
は
人
間
の
労
働
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
地
代
は
土
地
の
所
有
者
の
み
の
利
益
に
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
当

然
、
社
会
全
体
の
所
有
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
単
一
租
税
論
に
批
判
的
な
態
度
を
採
っ
て
い
た
田
口
卯
吉
さ
え
も
、
　
「
借
地
料
の
如
く
地

主
の
労
力
に
基
か
ず
し
て
専
ら
社
会
の
進
運
に
因
り
て
増
進
す
る
も
の
に
至
り
て
は
之
を
社
会
公
共
の
用
に
供
す
る
は
素
よ
り
至
当
の
こ
と
な

　
　
①

ら
ず
や
。
」
と
い
う
。

　
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
日
本
で
も
、
中
国
で
も
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
思
想
の
影
響
を
受
け
た
人
は
、
ほ
と
ん
ど
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。
前

掲
の
ガ
ル
ス
ト
、
マ
ッ
ク
リ
ン
、
安
部
磯
雄
、
宮
崎
民
蔵
お
よ
び
孫
文
な
ど
み
な
そ
う
で
あ
る
。

　
宮
崎
民
蔵
の
土
地
均
享
思
想
は
、
天
賦
人
権
説
に
よ
っ
て
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
天
造
物
な
る
土
地
に
対
し
て
、
均
享
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
樹
立
を
以
て
、
民
権
挽
回
栓
会
改
革
の
第
一
義
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
人
権
を
模
糊
に
帰
す
る
土
地
国
有
説
」
、
「
半
権
に
満
足
す
る
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

面
面
説
」
を
指
摘
す
る
民
蔵
の
理
論
は
、
安
部
磯
雄
の
土
地
国
有
論
や
孫
文
の
平
均
地
権
論
と
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
民
蔵
流
の

土
地
論
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
民
蔵
は
そ
の
思
想
の
根
底
に
神
の
善
意
と
い
う
も
の
を
固
く
信
じ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
人
類
救
済
と
い
う
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
と
は
同
じ
源
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
安
部
磯
雄
の
土
地
國
有
卦
は
、
孫
文
の
平
均
地
権
論
と
同
じ
よ
う
に
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
思
想
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
代

の
全
部
の
徴
収
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
し
て
、
単
一
租
税
論
に
対
す
る
彼
の
考
え
は
、
孫
文
と
食
い
違
っ
て
い
る
。
孫
文
は
、
終
始
、
単

一
租
税
論
に
基
づ
き
、
平
均
地
権
の
実
施
を
唱
え
た
。
そ
の
方
策
と
は
、
地
価
に
よ
っ
て
地
税
を
徴
収
し
、
地
価
に
よ
っ
て
地
主
の
土
地
を
買

収
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
主
か
ら
買
収
さ
れ
た
土
地
を
公
有
と
し
、
耕
す
者
に
与
え
、
漸
次
に
平
均
地
権
の
理
想
を
実
現
し
て
土
地
国
有
の
道
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日中両国におけるヘンリー・ジョージの思想の受容（伊際）

を
開
く
。
し
か
し
、
土
地
国
有
論
に
対
す
る
孫
文
の
解
釈
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
政
府
か
ら
耕
す
者
に
土
地
を
与
え
る
場
合
、

そ
の
土
地
の
耕
作
権
を
与
え
る
か
、
そ
れ
と
も
所
有
権
を
与
え
る
か
は
不
明
確
で
あ
る
。
も
し
低
価
で
土
地
を
耕
す
者
に
売
る
な
ら
ば
、
結
局
、

土
地
の
私
有
権
を
認
め
、
土
地
国
有
論
と
矛
盾
す
る
。
し
か
も
地
主
の
土
地
を
買
上
げ
る
多
額
の
資
金
を
ど
こ
か
ら
拠
出
す
る
か
も
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
土
地
国
有
論
に
つ
い
て
、
孫
文
よ
り
具
体
的
に
述
べ
た
の
は
安
部
磯
雄
で
あ
る
。
彼
は
、
一
、
日
本
は
二
千
五
百

年
来
ほ
と
ん
ど
土
地
国
有
主
義
を
も
っ
て
一
貫
し
た
政
策
を
採
っ
た
が
、
維
新
後
、
土
地
私
有
毒
に
変
っ
た
、
二
、
今
や
全
国
の
土
地
を
買
収

す
る
に
莫
大
な
る
金
額
を
要
し
、
現
金
で
そ
れ
を
支
払
う
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
公
債
と
引
替
え
に
土
地
を
引
取
る
よ
り

外
は
あ
る
ま
い
、
三
、
公
債
に
対
す
る
利
子
は
現
在
耕
作
地
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
地
代
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
、
四
、
個
人
は
自
由
に
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
買
売
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
土
地
問
題
に
対
し
て
、
安
部
、
孫
文
、
宮
崎
ら
の
考
え
は
、
共
通
点
も
あ
り
、
相
違
点
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
の

思
想
の
受
容
の
過
程
に
お
け
る
日
中
両
国
の
知
識
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
現
実
に
対
応
し
て
形
成
し
た
独
自
の
考
え
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
ま
た
H
・
ジ
ョ
ー
ジ
思
想
を
受
容
す
る
さ
い
に
、
日
本
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
の
間
で
、
決
し
て
無
批
判
的
に
そ
れ
が
と

り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
中
国
で
は
、
孫
文
は
あ
く
ま
で
単
一
租
税
制
に
傾
倒
し
て
、
つ
い
に
政
府
の
一
つ
の
土
地
政

策
と
し
て
実
施
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
前
掲
単
税
経
済
学
の
序
、
や
サ
ω
・

②
　
宮
崎
民
蔵
『
土
地
均
享
人
類
の
大
権
』
（
『
資
料
鼠
本
社
会
運
動
思
想
史
』
第
四

　
巻
収
録
、
東
京
、
青
木
書
店
、
一
九
六
八
年
）
　
「
緒
言
」
や
自
α
1
伝
。
。
・

③
　
同
上
。

④
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
牧
原
憲
夫
氏
の
論
文
「
宮
晦
民
蔵
の
思
想
と
行
動
－

　
あ
る
土
地
改
革
者
の
軌
跡
一
」
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
「
民

　
蔵
の
思
想
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
革
論
と
し
て
の
　
般
的
限
界
だ
け
で
な
く
、
孫
文

　
の
三
民
主
義
と
比
べ
て
、
属
主
々
義
の
軽
視
、
罠
族
主
義
の
欠
蕩
と
い
う
大
き
な

　
弱
点
を
持
ち
、
人
属
の
主
体
性
を
全
面
的
に
認
識
し
え
な
か
っ
た
こ
と
と
結
び
つ

　
い
て
、
体
制
変
革
膵
革
命
論
に
発
農
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

　
（
『
歴
史
学
研
究
』
第
四
門
一
瓢
ハ
浄
写
に
見
・
早
る
）
。

⑤
　
柳
田
泉
『
土
地
均
享
　
人
類
の
大
権
』
解
題
、
『
明
治
文
化
全
集
』
第
六
巻
「
社

　
会
篇
」
　
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
四
十
三
年
）
℃
・
観
山
ρ

⑥
前
掲
安
部
磯
雄
『
土
地
国
有
論
陣
ワ
ω
？
濫
．

　
　
　
　
　
　
　
（
追
手
門
学
院
大
学
教
授
　
京
都
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the　Syufu－Gin朱符銀was　promulgated．　Feudal　silver　of　Kaga－Han　had

degraded　before　the　circulation　of　the　Syufu－Gin　and　this　degradation

included　the　general　currency．

　　2．　This　general　currency　had　been　established　through　commercial　ac－

tivities，　and　the　system　of　the　division　of　work　was　formed　through　the

medium　of　this　currency．　So，　when　the　government　of　Kaga－Han　began

some　economic　policies　in　the　middie　Kan’ei　Period，　it　hacl　to　regard　the

monetary．policy　as　one　of　the　most　important　policies．

3・．．After　the　gperation　of　econoipic　p．　g，licies，　the　governmen．t　of　Kaga－

E｛an　start．ed　the　unifying　circulation　of　．　high－grade　coins，　Syufu－Gin．　lm－

proving　money　in　quality，　the　government　aimed，．at．　．bgi1ding　up　the

blocked／feロda1．．market　and　acquiring　money　of　the　Bakufu幕府in　the

domain　of　Kaga－Han．　And　then，　changes　of　circumstances　within　the

domain　iaid　the　foundation　of　the　trans葦ormation　into　the　Ch6gin丁銀

system，　which　means　preparation　for　penetration　of　the　Bakufu’s　power．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　・

A’Study　of　Henry　George’s　ldeas　in　Japan　and　China

by

Takushu　lhara

　　This　paper　is　a　comparative　study　of　the　reception　of　Henry　George’s

ideas　in　Japan　and　China．　As　we　1〈now，　the　American　socialist　Henry

George　presented　his　arguments　in　favour　of　a　Single　Tax　system　in　his

works　Our　Land　and　Land　Policy　and　Progress　and　Poverty，　1’lis　views

not　only　marked　a　turning　point　in　Western　economic　theory　but　they

also　exerted　considerable　infiuence　in　Japan　and　China．

　　In　Japan，　from　the　Popular　Rights　Movement　to　the　Social　Movement，

and　in　China，　from　the　Revolution　of　1911　to　the　May　Fourth　Movement，

land　problems　were　connected　with　the　Single　Tax　theory．　The　most

fervent　supporters　of　the　Single　Ta：　theory　were　the　American　missio－

nary　C．　F．．　Garst　in　Japan　and　’the　Canadian　missionary　W．　E．　Macklin

in　China．　They　introduced　the　views　of　Henry　George　and　exlerted－con－

siderable　influence　on　the　land　problems　of　the　two　countries．　On　the

other　hand，　most　people　in　Japan　and　China　who　eageriy　espous．ed　the

．views　that　George　had　put　forward　were　Christians．　Miyazaki　Tamizo，
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Abe　lsoo　and　Sun　Yat－sen　were　a11　Christians．　Miyazaki’s　views　on　the

restation　of　land　rights　were　infiuenced　by　George’s　theory　of　Natural

Law　and　by　Christian　humanitarianism，　but　they　were　also　closely　con－

nected　with　Rousseau’s　natural　rights　theory．　Both　Abe　lsoo　and　Sun

rat－sen　considered　George’s　views　and　Marxism　to　be　parallel　and　regard－

ed　Pr（麟s　a7’id　Poverty　and　I）αs　KaPital　as　the　c王assice　of　the　nlneteenth

century．　ln　particular，　Sun　Yat－sen　advocated　and　put　into　practice　a

programme　for　the　equalization　of　land　rights　based　on　George’s　Single

Tax　theory．

　　It　should　be　pointed　out　that　there　were　in　fact　a　variety　of　reactions

to　Henry　George’s　ideas　when　they．　reached　both　Japan　and　China．　His

ideas　reached　China　later　than　they　did　Japan，　but　their　impact　oR　China

was　much　greater　than　it　was　in　Japan．

The　October　Revolution　and　Grain　Prices

by

Shin－ichi　Kajikawa

　　After　the　October　revolution　the　Soviet　Government　inherited　from　the

Provisional　Government　grain　monopolies　and　fixed　prices　in　its　food

policy．　However，　because　of　fixed　prices，　which　sometimes　encroached

upon　thir　production　costs，　the　peasants　wanted　provide　grain　not　for　the

state　organs　but　for　the　free　markets　and　the　collection　of　grain　by

those　state　organs　was　greatly　hampered．　On　the　other　hand，　because

of　continuously　rising　grain　prices　the　local　powers　decided　to　fix　them．

Suffering　fro皿the　unprecedented　food　crisis，　the　peasants　and　the　workers

becoming　black　marl〈et　peddlers　went　around　the　countryside　and　sought

grain，　Theエnass　movements’opposition　to　the　food　policy　of　the　central

Government　grew　spontaneously．　This　article　mainly　deals　with’the

Boishevil〈　powers　attitude　to　the　masses，　especially　to　the　peasants　dur－

ing　the　grain　problein　and　indicates　one　of　the　limits　of　the　worker－

peasant　union　in　the　early　Soviet　period．
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